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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   －－その他のもの         
 291 5 －－－水銀の炭化物  ＫＧ       
 299 † －－－その他のもの  ＫＧ       
   －有機化合物及びその製品         
   －－植物性なめしエキス並びに

タンニン及びその塩、エー

テル、エステルその他の誘

導体 

        

 911 2 －－－タンニン及びその誘導体  ＫＧ       
 919 3 －－－その他のもの  ＫＧ       
 920 4 －－たんぱく質系物質及びその

誘導体（アルブミナートそ

の他のアルブミン誘導体を

除く。） 

 ＫＧ       

 990 † －－その他のもの  ＫＧ       

28.53  

 

     

 

（新 規）   
2853.00 000 6 その他の無機化合物（蒸留水、

伝導度水その他これらに類する

純水を含む。）、液体空気（希ガ

スを除いてあるかないかを問わ

ない。）、圧搾空気及びアマルガ

ム（貴金属のアマルガムを除

く。） 

 ＫＧ       

第29類 有機化学品 第29類 有機化学品 

注 注 
１～４ （省 略） １～４ （省 略） 
５(A) （省 略） ５(a) （省 略） 

(B) （省 略） (b) （省 略） 
(C) 次の塩は、この部の注１及び第28類の注２のいずれの

物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその

所属を決定する。 

(c) 次の塩は、この部の注１及び第28類の注２のいずれの

物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその

所属を決定する。 
(1)及び(2) （省 略） (1)及び(2) （省 略） 
(3) 配位化合物は、第11節又は第29.41項に属するものを

除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合

の開裂により生じる断片が属する項のうち、第29類の数

字上の配列において最後となる項に属する。 

（新 規） 

(D) （省 略） (d) （省 略） 
(E) （省 略） (e) （省 略） 
６ 第29.30項又は第29.31項の化合物は、その分子中におい

て水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒
ひ

素、鉛その他

の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している

有機化合物に限る。第29.30項（有機硫黄化合物）及び第

29.31項（その他のオルガノインオルガニック化合物）に

は、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又

は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘

導体（これらの複合誘導体を含む。）の特性を与える硫黄

又はハロゲンのみであるものを含まない。 

６ 第29.30項又は第29.31項の化合物は、その分子中におい

て水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒
ひ

素、水銀、鉛

その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合し

ている有機化合物に限る。第29.30項（有機硫黄化合物）及

び第29.31項（その他のオルガノインオルガニック化合物）

には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素

又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化

誘導体（これらの複合誘導体を含む。）の特性を与える硫

黄又はハロゲンのみであるものを含まない。 
７及び８ （省 略） ７及び８ （省 略） 
号注 号注 
１ （省 略） １ （省 略） 
２ 第29類の注３の規定は、この類の号には適用しない。 （新 規） 

29.03  

 

炭化水素のハロゲン化誘導体   29.03   炭化水素のハロゲン化誘導体   
   （省 略）      （省 略）    
（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

2903.15 000 3 －二塩化エチレン（ＩＳＯ）

（１・２－ジクロロエタン） 

 ＫＧ 2903.15 000 3 －１・２－ジクロロエタン（二

塩化エチレン） 

 ＫＧ 

2903.19      2903.19      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2903.29      2903.29      

   －非環式炭化水素のふつ素化誘

導体、臭素化誘導体及びよう

素化誘導体 

  2903.30   －非環式炭化水素のふつ素化誘

導体、臭素化誘導体及びよう

素化誘導体 

  

1    －－臭素化誘導体   2903.31 000 
 
－－二臭化エチレン（ＩＳＯ）

（１・２－ジブロモエタン） 

 ＫＧ 
 110 0 －－－臭化メチル  ＫＧ 

2903.39   －－その他のもの    190 3 －－－その他のもの  ＫＧ 
   －－－臭素化誘導体      －－その他のもの   
 011 4 －－－－臭化メチル  ＫＧ    －－－ふつ素化誘導体   
 019 5 －－－－その他のもの  ＫＧ  310 4 －－－－ペルフルオロメタン  ＫＧ 
   －－－ふつ素化誘導体    320 0 －－－－ペルフルオロエタン  ＫＧ 
 021 0 －－－－ペルフルオロメタン  ＫＧ 
 022 1 －－－－ペルフルオロエタン  ＫＧ 

 330 3 －－－－ジフルオロメタン（Ｈ

ＦＣ－32） 

 ＫＧ 

 023 2 －－－－ジフルオロメタン（Ｈ

ＦＣ－32） 

 ＫＧ  340 6 
 
－－－－ペンタフルオロエタン

（ＨＦＣ－125） 

 ＫＧ 

 024 3 
 
－－－－ペンタフルオロエタン

（ＨＦＣ－125） 

 ＫＧ 2  350 

 

－－－－１，１，１，２－テト

ラフルオロエタン（Ｈ

ＦＣ－134ａ） 

 ＫＧ 

 025 4 －－－－１・１・１・２－テト

ラフルオロエタン（Ｈ

ＦＣ－134ａ） 

 ＫＧ 
 360 5 

 
－－－－１，１，１－トリフル

オロエタン（ＨＦＣ－

143ａ） 

 ＫＧ 

 026 5 
 
－－－－１・１・１－トリフル

オロエタン（ＨＦＣ－

143ａ） 

 ＫＧ 
 370 1 －－－－１，１－ジフルオロエ

タン（ＨＦＣ－152ａ） 

 ＫＧ 

 390 0 －－－－その他のもの  ＫＧ  027 6 －－－－１・１－ジフルオロエ

タン（ＨＦＣ－152ａ） 

 ＫＧ 
 990 5 －－－その他のもの  ＫＧ 

 029 1 －－－－その他のもの  ＫＧ       
 090 6 －－－その他のもの  ＫＧ       
   －非環式炭化水素のハロゲン化

誘導体（二以上の異なるハロ

ゲン原子を有するものに限

る。） 

     －非環式炭化水素のハロゲン化

誘導体（二以上の異なるハロ

ゲン原子を有するものに限

る。） 

  

2903.41      2903.41      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2903.49      2903.49      

   －飽和脂環式炭化水素、不飽和

脂環式炭化水素又はシクロテ

ルペン炭化水素のハロゲン化

誘導体 

     －飽和脂環式炭化水素、不飽和

脂環式炭化水素又はシクロテ

ルペン炭化水素のハロゲン化

誘導体 

  

2903.51 000 2 －－１・２・３・４・５・６－

ヘキサクロロシクロヘキサ

ン（ＨＣＨ（ＩＳＯ））（リ

ンデン（ＩＳＯ、ＩＮＮ）

を含む。） 

 ＫＧ 2903.51 000 2 －－１・２・３・４・５・６－

ヘキサクロロシクロヘキサ

ン 

 ＫＧ 

2903.52   －－アルドリン（ＩＳＯ）、ク

ロルデン（ＩＳＯ）及びヘ

プタクロル（ＩＳＯ） 

     （新 規）   

 100 3 －－－クロルデン  ＫＧ       
 900 5 －－－アルドリン及びヘプタク

ロル 

 ＫＧ       

2903.59   －－その他のもの   2903.59   －－その他のもの   
       010 4 －－－オクタクロロテトラヒド

ロメタノインダン（クロ

ルデン） 

 ＫＧ 

         －－－その他のもの   
 020 0 －－－ジブロモエチルジブロモ  ＫＧ  022 2 －－－－ジブロモエチルジブロ  ＫＧ 
（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

シクロヘキサン、テトラ

ブロモシクロオクタン及

びヘキサブロモシクロド

デカン 

モシクロヘキサン、テ

トラブロモシクロオク

タン及びヘキサブロモ

シクロドデカン 
 090 † －－－その他のもの  ＫＧ  029 † －－－－その他のもの  ＫＧ 
   －芳香族炭化水素のハロゲン化

誘導体 

     －芳香族炭化水素のハロゲン化

誘導体 

  

2903.61   （省 略）   2903.61   （省 略）   
2903.62 000 † －－ヘキサクロロベンゼン（Ｉ

ＳＯ）及びＤＤＴ（ＩＳＯ）

（クロフェノタン（ＩＮ

Ｎ）、１・１・１－トリク

ロロ－２・２－ビス（パラ

－クロロフェニル）エタン） 

 ＫＧ 2903.62 000 † －－ヘキサクロロベンゼン及び

ＤＤＴ（１・１・１－トリ

クロロ－２・２－ビス（パ

ラ－クロロフェニル）エタ

ン） 

 ＫＧ 

2903.69   （省 略）   2903.69   （省 略）   

29.05  

 

非環式アルコール並びにそのハ

ロゲン化誘導体、スルホン化誘

導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体 

  29.05  

 

非環式アルコール並びにそのハ

ロゲン化誘導体、スルホン化誘

導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2905.15 000 6 －－ペンタノール（アミルアル

コール）及びその異性体 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

29.06  

 

環式アルコール並びにそのハロ

ゲン化誘導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及びニトロ

ソ化誘導体 

  29.06  

 

環式アルコール並びにそのハロ

ゲン化誘導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及びニトロ

ソ化誘導体 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2906.14 000 5 －－テルピネオール  ＫＧ 
2906.19   －－その他のもの   2906.19   －－その他のもの   

 100 2 －－－ボルネオール及びテルピ

ネオール 

 ＫＧ  010 3 －－－ボルネオール  ＫＧ 

 900 † －－－その他のもの  ＫＧ  020 † －－－その他のもの  ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

29.07  

 

フェノール及びフェノールアル

コール 

  29.07  

 

フェノール及びフェノールアル

コール 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2907.14 000 3 －－キシレノール及びその塩  ＫＧ 
2907.15   （省 略）   2907.15   （省 略）   
2907.19   －－その他のもの   2907.19   －－その他のもの   

 100 0 －－－キシレノール及びその塩  ＫＧ       
   －－－その他のもの         
 910 † －－－－単核一価フェノール  ＫＧ  010 † －－－単核一価フェノール  ＫＧ 
 990 † －－－－その他のもの  ＫＧ  090 † －－－その他のもの  ＫＧ 

29.08  

 

フェノール又はフェノールアル

コールのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  29.08  

 
 フェノール又はフェノールアル

コールのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  

   －ハロゲン置換基のみを有する

誘導体及びその塩 

  2908.10   －ハロゲン置換基のみを有する

誘導体及びその塩 

  

 100 0 －－臭素化誘導体  ＫＧ 2908.11 000 4 
 
－－ペンタクロロフェノール

（ＩＳＯ） 

 ＫＧ 
 200 † －－その他のもの  ＫＧ 

2908.19   －－その他のもの   
 100 5 －－－臭素化誘導体  ＫＧ 

2908.20 000 † －スルホン基のみを有する誘導

体並びにその塩及びエステル 

 ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 900 † －－－その他のもの  ＫＧ 2908.90 000 † －その他のもの  ＫＧ 
   －その他のもの         
2908.91 000 1 －－ジノセブ（ＩＳＯ）及びそ

の塩 

 ＫＧ       

2908.99 000 † －－その他のもの  ＫＧ       

29.09  

 

エーテル、エーテルアルコー

ル、エーテルフェノール、エー

テルアルコールフェノール、ア

ルコールペルオキシド、エーテ

ルペルオキシド及びケトンペル

オキシド（化学的に単一である

かないかを問わない。）並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  29.09  

 

エーテル、エーテルアルコー

ル、エーテルフェノール、エー

テルアルコールフェノール、ア

ルコールペルオキシド、エーテ

ルペルオキシド及びケトンペル

オキシド（化学的に単一である

かないかを問わない。）並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2909.42 000 6 －－エチレングリコール又はジ

エチレングリコールのモノ

メチルエーテル 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

29.10  

 

三員環のエポキシド、エポキシ

アルコール、エポキシフェノー

ル及びエポキシエーテル並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  29.10  

 

三員環のエポキシド、エポキシ

アルコール、エポキシフェノー

ル及びエポキシエーテル並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  

2910.10      2910.10      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2910.30      2910.30      
2910.40 000 † －ディルドリン（ＩＳＯ、ＩＮ

Ｎ） 

 ＫＧ    （新 規）   

2910.90   （省 略）   2910.90   （省 略）   

29.12  

 

アルデヒド（他の酸素官能基を

有するか有しないかを問わな

い。）、アルデヒドの環式重合

体及びパラホルムアルデヒド 

  29.12  

 

アルデヒド（他の酸素官能基を

有するか有しないかを問わな

い。）、アルデヒドの環式重合

体及びパラホルムアルデヒド 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2912.13 000 1 －－ブタナール（ブチルアルデ

ヒド又はノルマル－ブチル

アルデヒド） 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

29.15  

 

飽和非環式モノカルボン酸並び

にその酸無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過酸並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  29.15  

 

飽和非環式モノカルボン酸並び

にその酸無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過酸並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  

   －ぎ酸並びにその塩及びエステ

ル 

     －ぎ酸並びにその塩及びエステ

ル 

  

2915.11      2915.11      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2915.13      2915.13      

   －酢酸及びその塩並びに無水酢

酸 

     －酢酸及びその塩並びに無水酢

酸 

  

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

2915.21   （省 略）   2915.21   （省 略）   
   （削 除）   2915.22 000 0 －－酢酸ナトリウム  ＫＧ 
   （削 除）   2915.23 000 6 －－酢酸コバルト  ＫＧ 
2915.24   （省 略）   2915.24   （省 略）   
2915.29   －－その他のもの   2915.29 000 0 －－その他のもの  ＫＧ 

 010 3 －－－酢酸ナトリウム  ＫＧ       
 020 6 －－－酢酸コバルト  ＫＧ       
 090 6 －－－その他のもの  ＫＧ       
   －酢酸のエステル      －酢酸のエステル   
2915.31      2915.31      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2915.33      2915.33      
2915.36 000 † －－酢酸ジノセブ（ＩＳＯ）  ＫＧ 2915.34 000 2 －－酢酸イソブチル  ＫＧ 

      2915.35 000 1 －－酢酸－２－エトキシエチル  ＫＧ 
2915.39   －－その他のもの   2915.39 000 † －－その他のもの  ＫＧ 

 100 6 －－－酢酸イソブチル  ＫＧ       
   －－－その他のもの         
 910 4 －－－－酢酸－２－エトキシエ

チル 

 ＫＧ       

 990 0 －－－－その他のもの  ＫＧ       
   （省 略）      （省 略）   

29.16  

 

不飽和非環式モノカルボン酸及

び環式モノカルボン酸並びにこ

れらの酸無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過酸並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  29.16  

 

不飽和非環式モノカルボン酸及

び環式モノカルボン酸並びにこ

れらの酸無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過酸並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  

   （省 略）      （省 略）   
2916.35   （省 略）   2916.35   （省 略）   
2916.36 000 5 －－ビナパクリル（ＩＳＯ）  ＫＧ    （新 規）   
2916.39   （省 略）   2916.39   （省 略）   

29.17  

 

ポリカルボン酸並びにその酸無

水物、酸ハロゲン化物、酸過酸

化物及び過酸並びにこれらのハ

ロゲン化誘導体、スルホン化誘

導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体 

  29.17  

 

ポリカルボン酸並びにその酸無

水物、酸ハロゲン化物、酸過酸

化物及び過酸並びにこれらのハ

ロゲン化誘導体、スルホン化誘

導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2917.31 000 1 －－オルトフタル酸ジブチル  ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   
2917.34   －－その他のオルトフタル酸エ

ステル 

  2917.34 000 † －－その他のオルトフタル酸エ

ステル 

 ＫＧ 

 010 1 －－－オルトフタル酸ジブチル  ＫＧ       
 090 † －－－その他のもの  ＫＧ       
   （省 略）      （省 略）   

29.18   カルボン酸（他の酸素官能基を

有するものに限る。）並びにそ

の酸無水物、酸ハロゲン化物、

酸過酸化物及び過酸並びにこれ

らのハロゲン化誘導体、スルホ

ン化誘導体、ニトロ化誘導体及

びニトロソ化誘導体－アルコー

ル官能のカルボン酸（他の酸素

官能基を有するものを除く。）

  29.18   カルボン酸（他の酸素官能基を

有するものに限る。）並びにそ

の酸無水物、酸ハロゲン化物、

酸過酸化物及び過酸並びにこれ

らのハロゲン化誘導体、スルホ

ン化誘導体、ニトロ化誘導体及

びニトロソ化誘導体－アルコー

ル官能のカルボン酸（他の酸素

官能基を有するものを除く。）

  

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表



53 

 

新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

並びにその酸無水物、酸ハロゲ

ン化物、酸過酸化物及び過酸並

びにこれらの誘導体 

並びにその酸無水物、酸ハロゲ

ン化物、酸過酸化物及び過酸並

びにこれらの誘導体 
2918.11      2918.11      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2918.16      2918.16      
2918.18 000 5 －－クロロベンジレート（ＩＳ

Ｏ） 

 ＫＧ    （新 規）   

2918.19   （省 略）   2918.19   （省 略）   
   －フェノール官能のカルボン酸

（他の酸素官能基を有するも

のを除く。）並びにその酸無

水物、酸ハロゲン化物、酸過

酸化物及び過酸並びにこれら

の誘導体 

     －フェノール官能のカルボン酸

（他の酸素官能基を有するも

のを除く。）並びにその酸無

水物、酸ハロゲン化物、酸過

酸化物及び過酸並びにこれら

の誘導体 

  

2918.21      2918.21      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2918.30      2918.30      

   －その他のもの   2918.90 000 † －その他のもの  ＫＧ 
2918.91 000 2 －－２・４・５－Ｔ（ＩＳＯ）

（２・４・５－トリクロロ

フェノキシ酢酸）並びにそ

の塩及びエステル 

 ＫＧ       

2918.99 000 † －－その他のもの  ＫＧ       
 

29.19  

 

   29.19  
 
りん酸エステル及びその塩（ラ

クトホスフェートを含む。）並

びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ

化誘導体及びニトロソ化誘導体 

  
† 

2919.10 000 4 －トリス（２・３－ジブロモプ

ロピル）ホスフェート 

 ＫＧ 

2919.00 000 

 

りん酸エステル及びその塩（ラ

クトホスフェートを含む。）並

びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ

化誘導体及びニトロソ化誘導体 

 ＫＧ 

2919.90 000 † －その他のもの  ＫＧ       

29.20  

 

非金属のその他の無機酸のエス

テル（ハロゲン化水素酸エステ

ルを除く。）及びその塩並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  29.20  

 

非金属のその他の無機酸のエス

テル（ハロゲン化水素酸エステ

ルを除く。）及びその塩並びに

これらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導体 

  

   －チオりん酸エステル（ホスホ

ロチオエート）及びその塩並

びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニト

ロ化誘導体及びニトロソ化誘

導体 

  2920.10 000 † －チオりん酸エステル（ホスホ

ロチオエート）及びその塩並

びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニト

ロ化誘導体及びニトロソ化誘

導体 

 ＫＧ 

2920.11 000 1 －－パラチオン（ＩＳＯ）及び

パラチオンメチル（ＩＳ

Ｏ）（メチルパラチオン） 

 ＫＧ       

2920.19 000 † －－その他のもの  ＫＧ       
2920.90   （省 略）   2920.90   （省 略）   

29.21  

 

アミン官能化合物   29.21  

 

アミン官能化合物   
   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2921.12 000 † －－ジエチルアミン及びその塩  ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

29.22  

 

酸素官能のアミノ化合物   29.22  

 

酸素官能のアミノ化合物   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   2922.22 000 0 －－アニシジン、ジアニシジン

及びフェネチジン並びにこ

れらの塩 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

29.24  

 

カルボキシアミド官能化合物及

び炭酸のアミド官能化合物 

  29.24  

 

カルボキシアミド官能化合物及

び炭酸のアミド官能化合物 

  

   －非環式アミド（非環式カルバ

マートを含む。）及びその誘

導体並びにこれらの塩 

     －非環式アミド（非環式カルバ

マートを含む。）及びその誘

導体並びにこれらの塩 

  

2924.11   （省 略）   2924.11   （省 略）   
2924.12 000 6 －－フルオロアセトアミド（Ｉ

ＳＯ）、モノクロトホス（Ｉ

ＳＯ）及びホスファミドン

（ＩＳＯ） 

 ＫＧ    （新 規）   

   （省 略）      （省 略）   

29.25  

 

カルボキシイミド官能化合物

（サッカリン及びその塩を含

む。）及びイミン官能化合物 

  29.25  

 

カルボキシイミド官能化合物

（サッカリン及びその塩を含

む。）及びイミン官能化合物 

  

   －イミド及びその誘導体並びに

これらの塩 

     －イミド及びその誘導体並びに

これらの塩 

  

2925.11      2925.11      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2925.19      2925.19      

   －イミン及びその誘導体並びに

これらの塩 

  2925.20   －イミン及びその誘導体並びに

これらの塩 

  

2925.21 000 2 －－クロルジメホルム（ＩＳＯ）  ＫＧ  010 6 －－クロルヘキシジン及びその

塩 

 ＫＧ 

2925.29   －－その他のもの    090 † －－その他のもの  ＫＧ 
 100 3 －－－クロルヘキシジン及びそ

の塩 

 ＫＧ       

 900 † －－－その他のもの  ＫＧ       

29.30  

 

有機硫黄化合物   29.30  

 

有機硫黄化合物   
   （削 除）   2930.10 000 3 －ジチオカルボナート（キサン

トゲン酸塩） 

 ＫＧ 

2930.20      2930.20      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
2930.40      2930.40      
2930.50 000 5 －カプタホール（ＩＳＯ）及び

メタミドホス（ＩＳＯ） 

 ＫＧ    （新 規）   

2930.90   －その他のもの   2930.90 000 0 －その他のもの  ＫＧ 
 100 2 －－ジチオカルボナート（キサ

ントゲン酸塩） 

 ＫＧ       

 900 4 －－その他のもの  ＫＧ       

29.36  

 

プロビタミン及びビタミン（天

然のもの及びこれと同一の構造

を有する合成のもの（天然のも

のを濃縮したものを含む。）に

限る。）並びにこれらの誘導体

で主としてビタミンとして使用

するもの並びにこれらの相互の

混合物（この項の物品について

は、溶媒に溶かしてあるかない

かを問わない。） 

  29.36  

 

プロビタミン及びビタミン（天

然のもの及びこれと同一の構造

を有する合成のもの（天然のも

のを濃縮したものを含む。）に

限る。）並びにこれらの誘導体

で主としてビタミンとして使用

するもの並びにこれらの相互の

混合物（この項の物品について

は、溶媒に溶かしてあるかない

かを問わない。） 

  

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表



55 

 

新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   （削 除）   2936.10 000 5 －プロビタミン（混合してない

ものに限る。） 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

29.39  

 

植物アルカロイド（天然のもの

及びこれと同一の構造を有する

合成のものに限る。）及びその

塩、エーテル、エステルその他

の誘導体 

  29.39  

 

植物アルカロイド（天然のもの

及びこれと同一の構造を有する

合成のものに限る。）及びその

塩、エーテル、エステルその他

の誘導体 

  

   －あへんアルカロイド及びその

誘導体並びにこれらの塩 

     －あへんアルカロイド及びその

誘導体並びにこれらの塩 

  

2939.11   （省 略）   2939.11   （省 略）   
2939.19   （省 略）   2939.19   （省 略）   
2939.20 000 3 －キナアルカロイド及びその誘

導体並びにこれらの塩 

 ＫＧ    －キナアルカロイド及びその誘

導体並びにこれらの塩 

  

      2939.21 000 2 －－キニーネ及びその塩  ＫＧ 
      2939.29 000 1 －－その他のもの  ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

第30類 医療用品 第30類 医療用品 

注 注 
１～３ （省 略） １～３ （省 略） 
４ 第30.06項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第

30.06項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 
４ 第30.06項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第

30.06項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 
(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材（外

科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したも

のに限る。）及び切開創縫合用の接着剤（殺菌したもの

に限る。） 

(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材及び

切開創縫合用の接着剤（殺菌したものに限る。） 

(b) （省 略） (b) （省 略） 
(c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材（殺菌したものに限

る。）並びに外科用又は歯科用の癒着防止材（殺菌した

ものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わな

い。） 

(c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材（殺菌したものに限

る。） 

(d)～(k) （省 略） (d)～(k) （省 略） 

(l) 瘻
ろ う

造設術用と認められるもの（例えば、結腸造瘻
ろ う

用、

回腸造瘻
ろ う

用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断し

たパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板） 

（新 規） 

30.01   臓器療法用の腺
せん

その他の器官

（乾燥したものに限るものと

し、粉状にしてあるかないかを

問わない。）及び腺
せん

その他の器

官又はその分泌物の抽出物で臓

器療法用のもの並びにヘパリン

及びその塩並びに治療用又は予

防用に調製したその他の人又は

動物の物質（他の項に該当する

ものを除く。） 

  30.01   臓器療法用の腺
せん

その他の器官

（乾燥したものに限るものと

し、粉状にしてあるかないかを

問わない。）及び腺
せん

その他の器

官又はその分泌物の抽出物で臓

器療法用のもの並びにヘパリン

及びその塩並びに治療用又は予

防用に調製したその他の人又は

動物の物質（他の項に該当する

ものを除く。） 

  

   （削 除）   
3001.10   －腺

せん

その他の器官（乾燥したも

のに限るものとし、粉状にし

てあるかないかを問わな

い。） 

  

       100 3 －－熊
ゆう

胆  ＫＧ  
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

       200 5 －－その他のもの  ＫＧ 
3001.20   （省 略）   3001.20   （省 略）   
3001.90   －その他のもの   3001.90   －その他のもの   

 010 1 －－せんそ及び移植用の骨、器

官その他の人体組織 

 ＫＧ  100 0 －－せんそ及び移植用の骨、器

官その他の人体組織 

 ＫＧ 

 020 4 －－ヘパリン及びその塩  ＫＧ  200 2 －－ヘパリン及びその塩  ＫＧ 

 030 0 －－熊
ゆう

胆  ＫＧ  300 4 －－その他のもの  ＫＧ 

 090 4 －－その他のもの  ＫＧ       

30.04  

 

医薬品（混合し又は混合してな

い物品から成る治療用又は予防

用のもので、投与量にしたもの

（経皮投与剤の形状にしたもの

を含む。）又は小売用の形状若

しくは包装にしたものに限るも

のとし、第30.02項、第30.05項
又は第30.06項の物品を除く。） 

  30.04  

 

医薬品（混合し又は混合してな

い物品から成る治療用又は予防

用のもので、投与量にしたもの

（経皮投与剤の形状にしたもの

を含む。）又は小売用の形状若

しくは包装にしたものに限るも

のとし、第30.02項、第30.05項
又は第30.06項の物品を除く。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
3004.32 000 1 －－コルチコステロイドホルモ

ン又はその誘導体若しくは

構造類似物を含有するもの 

 ＫＧ

(I.I.) 
3004.32 000 1 －－コルチコステロイドホルモ

ン並びにその誘導体及び構

造類似物を含有するもの 

 ＫＧ

(I.I.) 

   （省 略）      （省 略）   

30.06  

  

この類の注４の医療用品   30.06  

 

この類の注４の医療用品   
 3006.10   －外科用のカットガットその他

これに類する縫合材、切開創

縫合用の接着剤、ラミナリ

ア、ラミナリア栓及び外科用

又は歯科用の吸収性止血材

（殺菌したものに限る。） 

  3006.10  

 

－外科用のカットガットその他

これに類する縫合材（外科用

又は歯科用の吸収性糸を含

む。）、切開創縫合用の接着

剤、ラミナリア、ラミナリア

栓、外科用又は歯科用の吸収

性止血材及び外科用又は歯科

用の癒着防止材（吸収性があ

るかないかを問わない。）（殺

菌したものに限る。） 

  

 010 1 －－外科用のカットガットその

他これに類する縫合材並び

にラミナリア及びラミナリ

ア栓 

 ＫＧ

(I.I.) 

   －－外科用のカットガットその

他これに類する縫合材、切

開創縫合用の接着剤、ラミ

ナリア、ラミナリア栓及び

外科用又は歯科用の吸収性

止血剤 

   090 4 －－その他のもの  ＫＧ

(I.I.) 

 110 3 －－－外科用のカットガットそ

の他これに類する縫合材

並びにラミナリア及びラ

ミナリア栓 

 ＫＧ

(I.I.) 
      

 190 6 －－－その他のもの  ＫＧ

(I.I.) 
      

    －－その他のもの         
 910 † －－－プラスチック製の板、シ

ート、フィルム、はく及

びストリップ 

 ＫＧ

(I.I.) 
      

    －－－メリヤス編み又はクロセ

編みのもの 

   

 991 † －－－－ゴム糸の重量が全重量

の５％以上のもの 

 ＫＧ

(I.I.) 

  

 

   

 999 † －－－－その他のもの  ＫＧ

(I.I.) 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 

番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 

番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

3006.20      3006.20      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   

3006.70      3006.70      

   －その他のもの   5 

3006.91   －－瘻
ろ う

造設術用と認められるも

の 

  

3006.80 000 

 

－薬剤廃棄物（当初に意図した

使用に適しない薬剤。例え

ば、使用期限を過ぎたもの） 

 ＫＧ

(I.I.) 

 010 † －－－ストリップを織つたもの

（両面をすべてプラスチ

ックで塗布し、又は被覆

したものに限る。） 

 ＫＧ

(I.I.) 

      

 090 † －－－その他のもの  ＫＧ

(I.I.) 

      

3006.92 000 0 －－薬剤廃棄物（当初に意図し

た使用に適しない薬剤。例

えば、使用期限を過ぎたも

の） 

 ＫＧ

(I.I.) 

      

第31類 肥料 第31類 肥料 

注 注 

１ この類には、次の物品を含まない。 １ この類には、次の物品を含まない。 

(a) （省 略） 

(b) 化学的に単一の化合物（２(a)、３(a)、４(a)又は５の

ものを除く。） 

(c) （省 略） 

(a) （省 略） 

(b) 化学的に単一の化合物（２(A)、３(A)、４(A)又は５の

ものを除く。） 

(c) （省 略） 

２ 第31.02項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は

包装にしたものを除く。）のみを含む。 

２ 第31.02項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は

包装にしたものを除く。）のみを含む。 

(a) （省 略） 

(b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 

(c) 塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天

然石膏
こ う

その他の肥料でない無機物とを混合した肥料 

(d) (a)の(ⅱ)若しくは(ⅷ)の物品又はこれらの混合物を水

溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料 

(A) （省 略） 

(B) (A)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 

(C) 塩化アンモニウム又は(A)若しくは(B)の物品と白亜、

天然石膏
こ う

その他の肥料でない無機物とを混合した肥料 

(D) (A)の(ⅱ)若しくは(ⅷ)の物品又はこれらの混合物を水

溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料 

３ 第31.03項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は

包装にしたものを除く。）のみを含む。 

３ 第31.03項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は

包装にしたものを除く。）のみを含む。 

(a) （省 略） 

(b) (a)の物品（ふつ素の含有量のいかんを問わない。）の

うち二以上を相互に混合した肥料 

(c) (a)又は(b)の物品（ふつ素の含有量のいかんを問わな

い。）と白亜、天然石膏
こ う

その他の肥料でない無機物とを

混合した肥料 

(A) （省 略） 

(B) (A)の物品（ふつ素の含有量のいかんを問わない。）

のうち二以上を相互に混合した肥料 

(C) (A)又は(B)の物品（ふつ素の含有量のいかんを問わな

い。）と白亜、天然石膏
こ う

その他の肥料でない無機物とを

混合した肥料 

４ 第31.04項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は

包装にしたものを除く。）のみを含む。 

４ 第31.04項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は

包装にしたものを除く。）のみを含む。 

(a) （省 略） (A) （省 略） 

(b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 (B) (A)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 

５及び６ （省 略） ５及び６ （省 略） 

31.02   窒素肥料（鉱物性肥料及び化学

肥料に限る。） 

  31.02   窒素肥料（鉱物性肥料及び化学

肥料に限る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   

   （削 除）   3102.70 000 5 －カルシウムシアナミド  ＭＴ 

3102.80   （省 略）   3102.80   （省 略）   

3102.90   －その他のもの（混合物を含む

ものとし、この項の他の号に

該当するものを除く。） 

  3102.90 000 6 －その他のもの（混合物を含む

ものとし、この項の他の号に

該当するものを除く。） 

 ＭＴ 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 010 2 －－カルシウムシアナミド  ＭＴ       
 090 5 －－その他のもの  ＭＴ       

31.03  

 

りん酸肥料（鉱物性肥料及び化

学肥料に限る。） 

  31.03  

 

りん酸肥料（鉱物性肥料及び化

学肥料に限る。） 

  

3103.10   （省 略）   3103.10   （省 略）   
   （削 除）   3103.20 000 4 －塩基性スラグ  ＭＴ 
3103.90   （省 略）   3103.90   （省 略）   

31.04  

 

カリ肥料（鉱物性肥料及び化学

肥料に限る。） 

  31.04  

 

カリ肥料（鉱物性肥料及び化学

肥料に限る。） 

  

   （削 除）   3104.10 000 5 －カーナリット、シルバイトそ

の他の天然カリウム塩類（粗

のものに限る。） 

 ＭＴ 

   （省 略）      （省 略）   

32.06  

 

その他の着色料、この類の注３

の調製品（第32.03項から第

32.05項までのものを除く。）及

びルミノホアとして使用する種

類の無機物（化学的に単一であ

るかないかを問わない。） 

  32.06  

 

その他の着色料、この類の注３

の調製品（第32.03項から第

32.05項までのものを除く。）及

びルミノホアとして使用する種

類の無機物（化学的に単一であ

るかないかを問わない。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   3206.30 000 5 －カドミウム化合物をもととし

た顔料及び調製品 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   3206.43 000 6 －－ヘキサシアノ鉄酸塩（フェ

ロシアン酸塩及びフェリシ

アン酸塩）をもととした顔

料及び調製品 

 ＫＧ 

3206.49   －－その他のもの   3206.49 000 0 －－その他のもの  ＫＧ 
 100 2 －－－ヘキサシアノ鉄酸塩（フ

ェロシアン酸塩及びフェ

リシアン酸塩）をもとと

した顔料及び調製品 

 ＫＧ       

 900 4 －－－その他のもの  ＫＧ       

33.01  

 

精油（コンクリートのもの及び

アブソリュートのものを含むも

のとし、テルペンを除いてある

かないかを問わない。）、レジノ

イド、オレオレジン抽出物、精

油のコンセントレート（冷浸法

又は温浸法により得たもので、

油脂、ろうその他これらに類す

る物品を媒質としているものに

限る。）、精油からテルペンを除

く際に生ずるテルペン系副産物

並びに精油のアキュアスディス

チレート及びアキュアスソリュ

ーション 

  33.01  

 

精油（コンクリートのもの及び

アブソリュートのものを含むも

のとし、テルペンを除いてある

かないかを問わない。）、レジノ

イド、オレオレジン抽出物、精

油のコンセントレート（冷浸法

又は温浸法により得たもので、

油脂、ろうその他これらに類す

る物品を媒質としているものに

限る。）、精油からテルペンを除

く際に生ずるテルペン系副産物

並びに精油のアキュアスディス

チレート及びアキュアスソリュ

ーション 

  

   －精油（かんきつ類の果実のも

のに限る。） 

     －精油（かんきつ類の果実のも

のに限る。） 

  

      3301.11 000 2 －－ベルガモットのもの  ＫＧ 
3301.12 000 1 －－オレンジのもの  ＫＧ 3301.12 000 1 －－オレンジのもの  ＫＧ 

0 3301.13 000 0 －－レモンのもの  ＫＧ 3301.13 000 
 
－－レモンのもの  ＫＧ 

3301.14 000 6 －－ライムのもの  ＫＧ 
3301.19   －－その他のもの   3301.19 000 1 －－その他のもの  ＫＧ 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 100 3 －－－ベルガモットのもの  ＫＧ       
   －－－その他のもの         
 210 1 －－－－ライムのもの  ＫＧ       
 290 4 －－－－その他のもの  ＫＧ       
   －精油（かんきつ類の果実のも

のを除く。） 

     －精油（かんきつ類の果実のも

のを除く。） 

  

      3301.21 000 6 －－ゼラニウムのもの  ＫＧ 
      3301.22 000 5 －－ジャスミンのもの  ＫＧ 
      3301.23 000 4 －－ラベンダー又はラバンジン  ＫＧ 
3301.24 000 3 －－ペパーミント（メンタ・ピ

ペリタ）のもの 

 ＫＧ 3301.24 000 3 －－ペパーミント（メンタ・ピ

ペリタ）のもの 

 ＫＧ 

3301.25   －－その他のミントのもの   3301.25   －－その他のミントのもの   
   －－－ペパーミント油（メン

タ・アルヴェンスィスか

ら採取したものに限る。） 

     －－－ペパーミント油（メン

タ・アルヴェンスィスか

ら採取したものに限る。） 

  

 011 6 －－－－政令で定める試験方法

による総メントールの

含有量が全重量の65％
を超えるもの 

 ＫＧ  011 6 －－－－政令で定める試験方法

による総メントールの

含有量が全重量の65％
を超えるもの 

 ＫＧ 

 019 0 －－－－その他のもの  ＫＧ  019 0 －－－－その他のもの  ＫＧ 
 020 1 －－－その他のペパーミント油  ＫＧ  020 1 －－－その他のペパーミント油  ＫＧ 
 030 4 －－－その他のもの  ＫＧ  030 4 －－－その他のもの  ＫＧ 
      3301.26 000 1 －－ベチベルのもの  ＫＧ 
3301.29   －－その他のもの   3301.29   －－その他のもの   

 100 0 －－－ベイ葉油、カナンガ油、

けい皮油、シダー油、シ

トロネラ油、丁子油、ユ

ーカリ油、小ういきよう

油、大ういきよう油、プ

チグレン油、ローズマリ

ー油、ローズウッド油、

びやくだん油、イランイ

ラン油、けい葉油、ジン

ジャグラス油、パルマロ

ーザ油、タイム油、牛樟
しよう

油、レモングラス油及び

パチュリ油 

 ＫＧ  100 0 －－－ベイ葉油、カナンガ油、

けい皮油、シダー油、シ

トロネラ油、丁子油、ユ

ーカリ油、小ういきよう

油、大ういきよう油、プ

チグレン油、ローズマリ

ー油、ローズウッド油、

びやくだん油、イランイ

ラン油、けい葉油、ジン

ジャグラス油、パルマロ

ーザ油、タイム油、牛樟
しよう

油、レモングラス油及び

パチュリ油 

 ＫＧ 

 200 2 －－－芳油  ＫＧ    －－－その他のもの   
 220 1 －－－－芳油  ＫＧ    

 
－－－ゼラニウム又はベチベル

のもの 

  
 230 4 －－－－その他のもの  ＫＧ 

 310 0 －－－－ゼラニウムのもの  ＫＧ       
 320 3 －－－－ベチベルのもの  ＫＧ       
 400 6 －－－ラベンダー又はラバンジ

ンのもの 

 ＫＧ       

   －－－その他のもの         
 910 5 －－－－ジャスミンのもの  ＫＧ       
 990 1 －－－－その他のもの  ＫＧ       
3301.30 000 4 －レジノイド  ＫＧ 3301.30 000 4 －レジノイド  ＫＧ 
3301.90 000 0 －その他のもの  ＫＧ 3301.90 000 0 －その他のもの  ＫＧ 

第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人

造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに

類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス

及びプラスターをもととした歯科用の調製品 

第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人

造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに

類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス

及びプラスターをもととした歯科用の調製品 

注 注 
１～４ （省 略） １～４ （省 略） 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

５ 第34.04項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の

物品をいう。 
５ 第34.04項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の

物品をいう。 
(a) （省 略） 
(b) （省 略） 
(c) （省 略） 

(A) （省 略） 
(B) （省 略） 
(C) （省 略） 

34.04   人造ろう及び調製ろう   34.04   人造ろう及び調製ろう   
   （削 除）   3404.10 000 0 －化学的に変性させたモンタン

ろうのもの 

 ＫＧ 

   （省 略）       （省 略）   
3404.90   －その他のもの   3404.90 000 4 －その他のもの  ＫＧ 

 010 0 －－化学的に変性させたモンタ

ンろうのもの 

 ＫＧ       

 090 3 －－その他のもの  ＫＧ        

37.02   感光性のロール状写真用フィル

ム（露光してないものに限るも

のとし、紙製、板紙製又は紡織

用繊維製のものを除く。）及び

感光性のロール状インスタント

プリントフィルム（露光してな

いものに限る。） 

  37.02  

  

感光性のロール状写真用フィル

ム（露光してないものに限るも

のとし、紙製、板紙製又は紡織

用繊維製のものを除く。）及び

感光性のロール状インスタント

プリントフィルム（露光してな

いものに限る。） 

  

   （省 略）       （省 略）   
   （削 除）   3702.20 000 3 －インスタントプリントフィル

ム 

 ＳＭ 

   （省 略）      （省 略）   

37.05   写真用のプレート及びフィルム

（露光し、かつ、現像したもの

に限るものとし、映画用フィル

ムを除く。） 

  37.05  

  

写真用のプレート及びフィルム

（露光し、かつ、現像したもの

に限るものとし、映画用フィル

ムを除く。） 

  

3705.10   （省 略）   3705.10    （省 略）   
   （削 除）   3705.20 000 4 －マイクロフィルム ＳＭ ＫＧ 
3705.90   （省 略）   3705.90   （省 略）   

第38類 各種の化学工業生産品 第38類 各種の化学工業生産品 

注 注 
１ この類には、次の物品を含まない。 １ この類には、次の物品を含まない。 

(a) （省 略） (a) （省 略） 
(b) （省 略） (b) （省 略） 

(c) 金属、砒
ひ

素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰

及び残留物（汚泥を含み、第26類注３(a)又は(b)の条件を

満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第26.20項
参照） 

(c) 金属、砒
ひ

素又はこれらの混合物を含有する灰及び残留

物（汚泥を含み、第26類注３(a)又は(b)の条件を満たすも

のに限るものとし、下水汚泥を除く。第26.20項参照） 

(d)及び(e) （省 略） (d)及び(e) （省 略） 
２～６ （省 略） ２～６ （省 略） 
号注 号注 
１ 第3808.50号には、次の物品を含有する第38.08項の物品

のみを含む。 
アルドリン（ＩＳＯ）、ビナパクリル（ＩＳＯ）、カン

フェクロル（ＩＳＯ）（トキサフェン）、カプタホール（Ｉ

ＳＯ）、クロルデン（ＩＳＯ）、クロルジメホルム（ＩＳ

Ｏ）、クロロベンジレート（ＩＳＯ）、ＤＤＴ（ＩＳＯ）

（クロフェノタン（ＩＮＮ）、１・１・１－トリクロロ－

２・２－ビス（パラ－クロロフェニル）エタン）、ディル

（新 規） 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

ドリン（ＩＳＯ、ＩＮＮ）、ジノセブ（ＩＳＯ）並びにそ

の塩及びエステル、ニ臭化エチレン（ＩＳＯ）（１・２－

ジブロモエタン）、ニ塩化エチレン（ＩＳＯ）（１・２－

ジクロロエタン）、フルオロアセトアミド（ＩＳＯ）、ヘ

プタクロル（ＩＳＯ）、ヘキサクロロベンゼン（ＩＳＯ）、

１・２・３・４・５・６－ヘキサクロロシクロヘキサン（Ｈ

ＣＨ（ＩＳＯ））（リンデン（ＩＳＯ、ＩＮＮ）を含む。）、

水銀化合物、メタミドホス（ＩＳＯ）、モノクロトホス（Ｉ

ＳＯ）、オキシラン（エチレンオキシド）、パラチオン（Ｉ

ＳＯ）、パラチオンメチル（ＩＳＯ）（メチルパラチオン）、

ペンタクロロフェノール（ＩＳＯ）、ホスファミドン（Ｉ

ＳＯ）並びに２・４・５－Ｔ（ＩＳＯ）（２・４・５－ト

リクロロフェノキシ酢酸）並びにその塩及びエステル 

 
 
 
 
 

２ （省 略） １ （省 略） 

38.05   ガムテレビン油、ウッドテレビ

ン油、硫酸テレビン油その他の

テルペン油（蒸留その他の方法

により針葉樹から得たものに限

る。）、ジペンテン（粗のもの

に限る。）、亜硫酸テレビンそ

の他のパラシメン（粗のものに

限る。）及びパイン油（アルフ

ァーテルピネオールを主成分と

するものに限る。） 

  38.05   ガムテレビン油、ウッドテレビ

ン油、硫酸テレビン油その他の

テルペン油（蒸留その他の方法

により針葉樹から得たものに限

る。）、ジペンテン（粗のもの

に限る。）、亜硫酸テレビンそ

の他のパラシメン（粗のものに

限る。）及びパイン油（アルフ

ァーテルピネオールを主成分と

するものに限る。） 

  

3805.10   （省 略）   3805.10   （省 略）   
   （削 除）   3805.20 000 0 －パイン油  ＫＧ 
3805.90   －その他のもの   3805.90 000 0 －その他のもの  ＫＧ 

 100 2 －－パイン油  ＫＧ       
 900 4 －－その他のもの  ＫＧ       

38.08  

 

殺虫剤、殺鼠
そ

剤、殺菌剤、除草

剤、発芽抑制剤、植物生長調整

剤、消毒剤その他これらに類す

る物品（小売用の形状若しくは

包装にし、製剤にし又は製品に

したもの（例えば、硫黄を含ま

せた帯、しん及びろうそく並び

にはえ取り紙）に限る。） 

  38.08  

 

殺虫剤、殺鼠
そ

剤、殺菌剤、除草

剤、発芽抑制剤、植物生長調整

剤、消毒剤その他これらに類す

る物品（小売用の形状若しくは

包装にし、製剤にし又は製品に

したもの（例えば、硫黄を含ま

せた帯、しん及びろうそく並び

にはえ取り紙）に限る。） 

  

3808.50 000 6 －この類の号注１の物品  ＫＧ       
   －その他のもの         
3808.91   －－殺虫剤   3808.10   －殺虫剤   

 010 3 －－－農薬  ＫＧ  100 6 －－農薬  ＫＧ 
   －－－その他のもの      －－その他のもの   
 091 0 －－－－小売用の形状又は包装

にしたもの 

 ＫＧ  910 4 －－－小売用の形状又は包装に

したもの 

 ＫＧ 

   －－－－その他のもの      －－－その他のもの   
 092 1 －－－－－殺だに剤  ＫＧ  920 0 －－－－殺だに剤  ＫＧ 
 099 1 －－－－－その他のもの  ＫＧ  990 0 －－－－その他のもの  ＫＧ 
3808.92   －－殺菌剤   3808.20   －殺菌剤   

 010 2 －－－農薬  ＫＧ  100 3 －－農薬  ＫＧ 
   －－－その他のもの      －－その他のもの   
 091 6 －－－－小売用の形状又は包装

にしたもの 

 ＫＧ  910 1 －－－小売用の形状又は包装に

したもの 

 ＫＧ 

 099 0 －－－－その他のもの  ＫＧ  990 4 －－－その他のもの  ＫＧ 
3808.93   －－除草剤、発芽抑制剤及び植

物生長調整剤 

  3808.30   －除草剤、発芽抑制剤及び植物

生長調整剤 

  

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 010 1 －－－農薬  ＫＧ  100 0 －－農薬  ＫＧ 
   －－－その他のもの      －－その他のもの   
 091 5 －－－－小売用の形状又は包装

にしたもの 

 ＫＧ  910 5 －－－小売用の形状又は包装に

したもの 

 ＫＧ 

 099 6 －－－－その他のもの  ＫＧ  990 1 －－－その他のもの  ＫＧ 
3808.94 000 † －－消毒剤  ＫＧ 3808.40 000 † －消毒剤  ＫＧ 
3808.99   －－その他のもの   3808.90   －その他のもの   

 010 2 －－－農薬  ＫＧ  100 3 －－農薬  ＫＧ 
 090 5 －－－その他のもの  ＫＧ  990 4 －－その他のもの  ＫＧ 

38.21  

 

   38.21  

 

   
3821.00 000 2 微生物（ウイルス及びこれに類

するものを含む。）用又は植物、

人若しくは動物の細胞用の調製

培養剤（保存用のものを含む。） 

 ＫＧ 3821.00 000 2 微生物用の調製培養剤  ＫＧ 

38.24  

 

鋳物用の鋳型又は中子の調製粘

結剤並びに化学工業（類似の工

業を含む。）において生産され

る化学品及び調製品（天然物の

みの混合物を含むものとし、他

の項に該当するものを除く。） 

  38.24  

 

鋳物用の鋳型又は中子の調製粘

結剤並びに化学工業（類似の工

業を含む。）において生産され

る化学品及び調製品（天然物の

みの混合物を含むものとし、他

の項に該当するものを除く。） 

  

3824.10 000 0 －鋳物用の鋳型又は中子の調製

粘結剤 

 ＫＧ 3824.10 000 0 －鋳物用の鋳型又は中子の調製

粘結剤 

 ＫＧ 

      3824.20 000 4 －ナフテン酸並びにその塩（水

溶性のものを除く。）及びエ

ステル 

 ＫＧ 

3824.30   －金属炭化物の混合物及び金属

炭化物と金属粘結剤との混合

物（凝結させてないものに限

る。） 

  3824.30   －金属炭化物の混合物及び金属

炭化物と金属粘結剤との混合

物（凝結させてないものに限

る。） 

  

 100 3 －－金属炭化物の混合物  ＫＧ  100 3 －－金属炭化物の混合物  ＫＧ 
 200 5 －－その他のもの  ＫＧ  200 5 －－その他のもの  ＫＧ 
3824.40 000 5 －セメント用、モルタル用又は

コンクリート用の調製添加剤 

 ＫＧ 3824.40 000 5 －セメント用、モルタル用又は

コンクリート用の調製添加剤 

 ＫＧ 

3824.50 000 2 －非耐火性のモルタル及びコン

クリート 

 ＫＧ 3824.50 000 2 －非耐火性のモルタル及びコン

クリート 

 ＫＧ 

3824.60 000 6 －ソルビトール（第2905.44号の

ものを除く。） 

 ＫＧ 3824.60 000 6 －ソルビトール（第2905.44号の

ものを除く。） 

 ＫＧ 

   －メタン、エタン又はプロパン

のハロゲン化誘導体を含有す

る混合物 

     －非環式炭化水素のペルハロゲ

ン化誘導体（二以上の異なる

ハロゲン原子を有するものに

限る。）を含有する混合物 

  

3824.71 000 † －－クロロフルオロカーボン

（ＣＦＣ）を含有するもの

（ハイドロクロロフルオロ

カーボン（ＨＣＦＣ）、ペ

ルフルオロカーボン（ＰＦ

Ｃ）又はハイドロフルオロ

カーボン（ＨＦＣ）を含有

するかしないかを問わな

い。） 

 ＫＧ 3824.71 000 2 －－非環式炭化水素のペルハロ

ゲン化誘導体（ふつ素原子

及び塩素原子のみを有する

ものに限る。）を含有する

もの 

 ＫＧ 

3824.72 000 † －－ブロモクロロジフルオロメ

タン、ブロモトリフルオロ

メタン又はジブロモテトラ

フルオロエタンを含有する

もの 

 ＫＧ       

3824.73 000 † －－ハイドロブロモフルオロカ  ＫＧ       

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

ーボン（ＨＢＦＣ）を含有

するもの 
3824.74 000 † －－ハイドロクロロフルオロカ

ーボン（ＨＣＦＣ）を含有

するもの（クロロフルオロ

カーボン（ＣＦＣ）を含有

しないものに限るものと

し、ペルフルオロカーボン

（ＰＦＣ）又はハイドロフ

ルオロカーボン（ＨＦＣ）

を含有するかしないかを問

わない。） 

 ＫＧ 3824.79 000 1 －－その他のもの  ＫＧ 

3824.75 000 † －－四塩化炭素を含有するもの  ＫＧ       
3824.76 000 † －－１・１・１－トリクロロエ

タン（メチルクロロホル

ム）を含有するもの 

 ＫＧ       

3824.77 000 † －－ブロモメタン（メチルブロ

マイド）又はブロモクロロ

メタンを含有するもの 

 ＫＧ       

3824.78 000 † －－ペルフルオロカーボン（Ｐ

ＦＣ）又はハイドロフルオ

ロカーボン（ＨＦＣ）を含

有するもの（クロロフルオ

ロカーボン（ＣＦＣ）又は

ハイドロクロロフルオロカ

ーボン（ＨＣＦＣ）を含有

しないものに限る。） 

 ＫＧ       

3824.79 000 † －－その他のもの  ＫＧ       
   －オキシラン（エチレンオキシ

ド）、ポリ臭化ビフェニル（Ｐ

ＢＢ）、ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）、ポリ塩化テルフ

ェニル（ＰＣＴ）又はトリス

（２・３－ジブロモプロピ

ル）ホスフェートを含有する

混合物及び調製品 

        

3824.81 000 † －－オキシラン（エチレンオキ

シド）を含有するもの 

 ＫＧ       

3824.82 000 † －－ポリ塩化ビフェニル（ＰＣ

Ｂ）、ポリ塩化テルフェニ

ル（ＰＣＴ）又はポリ臭化

ビフェニル（ＰＢＢ）を含

有するもの 

 ＫＧ       

3824.83 000 † －－トリス（２・３－ジブロモ

プロピル）ホスフェートを

含有するもの 

 ＫＧ       

3824.90   －その他のもの   3824.90   －その他のもの   
 100 6 －－チューインガムベース（砂

糖その他の甘味料又は香料

を含有するものを除く。） 

 ＫＧ  100 6 －－チューインガムベース（砂

糖その他の甘味料又は香料

を含有するものを除く。） 

 ＫＧ 

 200 † －－脂肪酸混合物の誘導体  ＫＧ  200 † －－脂肪酸混合物の誘導体  ＫＧ 
 300 3 －－ナフテン酸並びにその塩

（水溶性のものを除く。）

及びエステル 

 ＫＧ       

   －－その他のもの      －－その他のもの   
 910 4 －－－オクタブロモジフェニル

オキシド及びヘプタブロ

モジフェニルオキシドを

 ＫＧ  310 6 －－－オクタブロモジフェニル

オキシド及びヘプタブロ

モジフェニルオキシドを

 ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

主成分とする混合物並び

にジブロモネオペンチル

グリコールを主成分とす

る混合物 

主成分とする混合物並び

にジブロモネオペンチル

グリコールを主成分とす

る混合物 
 920 0 －－－５’－リボヌクレオチド

カルシウム及び５’－リ

ボヌクレオチド二ナトリ

ウム 

 ＫＧ  380 6 －－－５’－リボヌクレオチド

カルシウム及び５’－リ

ボヌクレオチド二ナトリ

ウム 

 ＫＧ 

 990 † －－－その他のもの  ＫＧ  390 † －－－その他のもの  ＫＧ 

第39類 プラスチック及びその製品 第39類 プラスチック及びその製品 

注 注 
１ （省 略） １ （省 略） 
２ この類には、次の物品を含まない。 ２ この類には、次の物品を含まない。 

(a) 第27.10項又は第34.03項の調製潤滑剤 
(b) （省 略） 
(c) （省 略） 
(d) （省 略） 
(e) （省 略） 
(f) （省 略） 
(g) （省 略） 

（新 規） 
(a) （省 略） 
(b) （省 略） 
(c) （省 略） 
(d) （省 略） 
(e) （省 略） 
(f) （省 略） 

(h) 鉱物油（ガソリンを含む。）用又は鉱物油と同じ目的

に使用するその他の液体用の調製添加剤（第38.11項参
照） 

（新 規） 
 

(ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第39類の重合体

をもととした調製液圧液（第38.19項参照） 
（新 規） 

 

(k) （省 略） 
(l) （省 略） 
(m) （省 略） 
(n) （省 略） 
(o) （省 略） 
(p) （省 略） 
(q) （省 略） 
(r) （省 略） 
(s) （省 略） 
(t) （省 略） 
(u) （省 略） 
(v) （省 略） 
(w) （省 略） 
(x) （省 略） 
(y) （省 略） 
(z) （省 略） 

(g) （省 略） 
(h) （省 略） 
(ij) （省 略） 
(k) （省 略） 
(l) （省 略） 
(m) （省 略） 
(n) （省 略） 
(o) （省 略） 
(p) （省 略） 
(q) （省 略） 
(r) （省 略） 
(s) （省 略） 
(t) （省 略） 
(u) （省 略） 
(v) （省 略） 
(w) （省 略） 

３～11 （省 略） ３～11 （省 略） 

39.07   ポリアセタールその他のポリエ

ーテル、エポキシ樹脂及びポリ

カーボネート、アルキド樹脂、

ポリアリルエステルその他のポ

リエステル（一次製品に限る。） 

  39.07   ポリアセタールその他のポリエ

ーテル、エポキシ樹脂及びポリ

カーボネート、アルキド樹脂、

ポリアリルエステルその他のポ

リエステル（一次製品に限る。） 

  

3907.10      3907.10      

～

   （省 略）   ～

   （省 略）   
3907.60      3907.60      
3907.70 000 † －ポリ乳酸  ＫＧ    （新 規）   

   （省 略）      （省 略）   
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

39.09  

 

アミノ樹脂、フェノール樹脂及

びポリウレタン（一次製品に限

る。） 

  39.09   アミノ樹脂、フェノール樹脂及

びポリウレタン（一次製品に限

る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
3909.30   －その他のアミノ樹脂   3909.30 000 6 －その他のアミノ樹脂  ＫＧ 

 100 1 －－ポリメチレンポリフェニル

ポリイソシアナート 

 ＫＧ       

 900 3 －－その他のもの  ＫＧ       

39.11  

 

石油樹脂、クマロン－インデン

樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化

物、ポリスルホン及びこの類の

注３のその他の物品（一次製品

に限るものとし、他の項に該当

するものを除く。） 

  39.11  

 

石油樹脂、クマロン－インデン

樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化

物、ポリスルホン及びこの類の

注３のその他の物品（一次製品

に限るものとし、他の項に該当

するものを除く。） 

  

3911.10   （省 略）   3911.10   （省 略）   
3911.90   －その他のもの   3911.90   －その他のもの   

       020 4 －－ポリメチレンポリフェニル

ポリイソシアナート－－そ

の他のもの 

 ＫＧ 

 030 † －－塊（不規則な形のものに限

る。）、粉（モールディン

グパウダーを含む。）、粒、

フレークその他これらに類

する形状のもの 

 ＫＧ  030 † －－－塊（不規則な形のものに

限る。）、粉（モールデ

ィングパウダーを含

む。）、粒、フレークそ

の他これらに類する形状

のもの 

 ＫＧ 

 090 † －－その他のもの  ＫＧ  090 † －－－その他のもの  ＫＧ 

39.20  

 

プラスチック製のその他の板、

シート、フィルム、はく及びス

トリップ（多泡性のもの並びに

補強し、薄層で被覆し又は支持

物を使用したもの及びこれらに

類する方法により他の材料と組

み合わせたものを除く。） 

  39.20  

 

プラスチック製のその他の板、

シート、フィルム、はく及びス

トリップ（多泡性のもの並びに

補強し、薄層で被覆し又は支持

物を使用したもの及びこれらに

類する方法により他の材料と組

み合わせたものを除く。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   3920.72 000 5 －－バルカナイズドファイバー

製のもの 

 ＫＧ 

3920.73   （省 略）   3920.73   （省 略）   
3920.79   －－その他のセルロース誘導体

製のもの 

  3920.79 000 5 －－その他のセルロース誘導体

製のもの 

 ＫＧ 

 010 1 －－－バルカナイズドファイバ

ー製のもの 

 ＫＧ       

 090 4 －－－その他のもの  ＫＧ       

第40類 ゴム及びその製品 第40類 ゴム及びその製品 

注 注 
１～３ （省 略） １～３ （省 略） 
４ １及び第40.02項において「合成ゴム」とは、次の物品を

いう。 
４ １及び第40.02項において「合成ゴム」とは、次の物品を

いう。 
(a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的

に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可

塑性物質が、温度18度から29度までにおいて、もとの長

さの３倍に伸ばしても切れず、もとの長さの２倍に伸ば

した後５分以内にもとの長さの1.5倍以下に戻るもの。こ

(a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的

に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可

塑性物質が、温度18度から29度までにおいて、もとの長

さの３倍に伸ばしても切れず、もとの長さの２倍に伸ば

した後５分以内にもとの長さの1.5倍以下に戻るもの。こ
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単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

の試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋

反応に必要な物質を加えることができるものとし、５(B)
の(ⅱ)又は(ⅲ)の物質の存在も許容される。ただし、エ

キステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必

要でない物質の存在は許容されない。 

の試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋

反応に必要な物質を加えることができるものとし、５(b)
の(ⅱ)又は(ⅲ)の物質の存在も許容される。ただし、エ

キステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必

要でない物質の存在は許容されない。 
(b)～(c) （省 略） (b)～(c) （省 略） 
５(A) （省 略） ５(a) （省 略） 
(ⅰ)及び(ⅱ) （省 略） (ⅰ)及び(ⅱ) （省 略） 
(ⅲ) 可塑剤又はエキステンダー（油展ゴムの場合の鉱物

油を除く。）、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物

質（(B)の(ⅰ)から(ⅲ)までのものを除く。） 

(ⅲ) 可塑剤又はエキステンダー（油展ゴムの場合の鉱物

油を除く。）、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物

質（(b)の(ⅰ)から(ⅲ)までのものを除く。） 
(B) （省 略） (b) （省 略） 
６～９ （省 略） ６～９ （省 略） 

40.10   コンベヤ用又は伝動用のベルト

及びベルチング（加硫したゴム

製のものに限る。） 

  40.10   コンベヤ用又は伝動用のベルト

及びベルチング（加硫したゴム

製のものに限る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   4010.13 000 3 －－プラスチックのみにより補

強したもの 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

第41類 原皮（毛皮を除く。）及び革 第41類 原皮（毛皮を除く。）及び革 

注 注 
１ この類には、次の物品を含まない。 １ この類には、次の物品を含まない。 

(a)及び(b) （省 略） (a)及び(b) （省 略） 
(c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたも

の（第43類参照）。ただし、牛（水牛を含む。）、馬類

の動物、羊（アストラカン羊、ブロードテール羊、カラ

クル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、

中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。）、

やぎ（イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを

除く。）、豚（ペカリーを含む。）、シャモア、ガゼル、

らくだ（ヒトコブラクダを含む。）、となかい、しか又

は犬の毛が付いている原皮は、第41類に属する。 

(c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたも

の（第43類参照）。ただし、牛（水牛を含む。）、馬類

の動物、羊（アストラカン羊、ブロードテール羊、カラ

クル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、

中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。）、

やぎ（イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを

除く。）、豚（ペカリーを含む。）、シャモア、ガゼル、

となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第41類
に属する。 

２及び３ （省 略） ２及び３ （省 略） 

41.03   その他の原皮（生鮮のもの及び

塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬け

その他の保存に適する処理をし

たもので、なめし、パーチメン

ト仕上げ又はこれら以上の加工

をしてないものに限るものと

し、脱毛してあるかないか又は

スプリットしてあるかないかを

問わない。ただし、この類の注

１の(b)又は(c)の規定により除

かれているものを含まない。） 

  41.03   その他の原皮（生鮮のもの及び

塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬け

その他の保存に適する処理をし

たもので、なめし、パーチメン

ト仕上げ又はこれら以上の加工

をしてないものに限るものと

し、脱毛してあるかないか又は

スプリットしてあるかないかを

問わない。ただし、この類の注

１の(b)又は(c)の規定により除

かれているものを含まない。） 

  

   （削 除）   4103.10   －やぎのもの   
       010 5 －－なめし過程にないもの ＮＯ ＫＧ 
       090 1 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   
4103.90   －その他のもの   4103.90   －その他のもの   

   －－しかのもの      －－しかのもの   
 011 3 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ  011 3 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 019 4 －－－その他のもの  ＫＧ  019 4 －－－その他のもの  ＫＧ 
    －－だちようのもの      －－だちようのもの   
 021 6 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ  021 6 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ 
 029 0 －－－その他のもの  ＫＧ  029 0 －－－その他のもの  ＫＧ 
   －－やぎのもの         
 031 2 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ       
 039 3 －－－その他のもの  ＫＧ       
    －－その他のもの      －－その他のもの   
 091 6 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ  091 6 －－－なめし過程にないもの  ＫＧ 
 099 0 －－－その他のもの  ＫＧ  099 0 －－－その他のもの  ＫＧ 

  

 

（削 除）   42.04  

 

   
       4204.00   機械用その他の技術的用途に供

する種類の革製品及びコンポジ

ションレザー製品 

  

       100 1 －ベルト、ベルチング、コーミ

ングレザー及びインターギル

レザー 

 ＫＧ 

       200 3 －その他のもの  ＫＧ 

42.05  

  

   42.05  

 

   
4205.00   その他の革製品及びコンポジシ

ョンレザー製品 

  4205.00 000 † その他の革製品及びコンポジシ

ョンレザー製品 

 ＫＧ 

    －機械用その他の技術的用途に

供する種類のもの 

        

 110 2 －－ベルト、ベルチング、コー

ミングレザー及びインター

ギルレザー 

 ＫＧ       

 190 5 －－その他のもの  ＫＧ       
 900 † －その他のもの  ＫＧ       

42.06  

 

   

 

2 
42.06  

 
腸、ゴールドビーターススキ

ン、ぼうこう又は腱
けん

の製品 

  
4206.00 000 

 

腸、ゴールドビーターススキ

ン、ぼうこう又は腱
けん

の製品 

 ＫＧ 

4206.10 000 6 －カットガット  ＫＧ 
      4206.90 000 3 －その他のもの  ＫＧ 

43.01  

 

原毛皮（頭部、尾部、足部その

他の切片で毛皮業者の使用に適

するものを含むものとし、第

41.01項から第41.03項までの原

皮を除く。） 

  43.01  

 

原毛皮（頭部、尾部、足部その

他の切片で毛皮業者の使用に適

するものを含むものとし、第

41.01項から第41.03項までの原

皮を除く。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   4301.70 000 1 －あざらしのもの（全形のもの

に限るものとし、頭部、尾部

又は足部が付いているかいな

いかを問わない。） 

ＮＯ ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   

43.02  

 

なめし又は仕上げた毛皮（頭

部、尾部、足部その他の切片を

含み、組み合わせてないもの及

び他の材料を加えることなく組

み合わせたものに限るものと

し、第43.03項のものを除く。） 

  43.02  

 

なめし又は仕上げた毛皮（頭

部、尾部、足部その他の切片を

含み、組み合わせてないもの及

び他の材料を加えることなく組

み合わせたものに限るものと

し、第43.03項のものを除く。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   4302.13 000 0 －－子羊のもの（アストラカン

羊、ブロードテール羊、カ

ラクル羊、ペルシャ羊その

ＮＯ ＫＧ 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

他これらに類する羊、イン

ド羊、中国羊、モンゴル羊

又はチベット羊の子羊に限

る。） 
   （省 略）      （省 略）   

第44類 木材及びその製品並びに木炭 第44類 木材及びその製品並びに木炭 

注 注 
（省 略） （省 略） 
号注 号注 
１ 第4403.41号から第4403.49号まで、第4407.21号から第

4407.29号まで、第4408.31号から第4408.39号まで及び第

4412.31号の各号において「熱帯産木材」とは、次の木材を

いう。 

１ 第4403.41号から第4403.49号まで、第4407.24号から第

4407.29号まで、第4408.31号から第4408.39号まで及び第

4412.13号から第4412.99号までの各号において「熱帯産木

材」とは、次の木材をいう。 
アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、

アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、

バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチ

ボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、

ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フー

マ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、

ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カ

プール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ラ

イトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、

マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メ

ンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパ

ウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、

オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パド

ック（かりん）、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、

パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンド

ルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、

クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、

スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、

バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイト

セラヤ、イエローメランチ 

アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、

アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、

バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチ

ボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、

ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フー

マ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、

ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カ

プール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ラ

イトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、

マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メ

ンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパ

ウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、

オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パド

ック（かりん）、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、

パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンド

ルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、

クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、

スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、

バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイト

セラヤ、イエローメランチ 

 44.02      44.02  
 
木炭（植物性の殻又はナットの

炭を含むものとし、凝結させて

あるかないかを問わない。） 

  

4402.10 000 6 －竹製のもの  ＭＴ 

4402.00   木炭（植物性の殻又はナットの

炭を含むものとし、凝結させて

あるかないかを問わない。） 

  

4402.90   －その他のもの    010 5 －やし殻炭  ＭＴ 
 010 6 －－やし殻炭  ＭＴ  090 1 －その他のもの  ＭＴ 
   －－その他のもの         
 091 3 －－－成型したもの  ＭＴ        
 092 4 －－－粉状、粒状のもの  ＭＴ        
 099 4 －－－その他のもの  ＭＴ        

44.03   木材（粗のものに限るものと

し、皮又は辺材をはいで

あるかないか又は粗く角

にしてあるかないかを問

わない。） 

  44.03    木材（粗のものに限るものと

し、皮又は辺材をはいであるか

ないか又は粗く角にしてあるか

ないかを問わない。） 

  

   （省 略）       （省 略）   
4403.49   －－その他のもの   4403.49    －－その他のもの   

 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表



69 
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単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 100 2 －－－ホワイトラワン、ホワイ

トメランチ、ホワイトセ

ラヤ、イエローメランチ

及びアラン 

 ＣＭ  100 2 －－－ホワイトラワン、ホワイ

トメランチ、ホワイトセラヤ、

イエローメランチ及びアラン 

 ＣＭ 

   －－－クルイン、ラミン、カプ

ール、チーク、ジョンコ

ン、メルバウ、ジェルト

ン及びケンパス 

     －－－クルイン、ラミン、カプ

ール、チーク、ジョンコ

ン、メルバウ、ジェルト

ン及びケンパス 

  

  
 
－－－－クルイン又はカプール

のもの 

      －－－－クルイン又はカプール

のもの 

  

 211 1 －－－－－粗く角にし又は太鼓

落とししたもの 

 ＣＭ  211 1 －－－－－粗く角にし又は太鼓

落とししたもの 

 ＣＭ 

 219 2 －－－－－その他のもの  ＣＭ  219 2 －－－－－その他のもの  ＣＭ 
   －－－－その他のもの      －－－－その他のもの   
 291 4 －－－－－チークのもの  ＣＭ  291 4 －－－－－チークのもの  ＣＭ 
 292 5 －－－－－ラミンのもの  ＣＭ       
 299 5 －－－－－その他のもの  ＣＭ  299 5 －－－－－その他のもの  ＣＭ 
 300 6 －－－オクメ、オベチェ、サペ

リ、シポ、アカジョアフ

リカ、マコレ及びイロコ 

 ＣＭ  300 6 －－－オクメ、オベチェ、サペ

リ、シポ、アカジョアフ

リカ、マコレ及びイロコ 

 ＣＭ 

 600 5 －－－その他のもの  ＣＭ  600 5 －－－その他のもの  ＣＭ 
   （省 略）       （省 略）   

44.07   木材（縦にひき若しくは割り、

平削りし又は丸はぎしたもの

で、厚さが６ミリメートルを超

えるものに限るものとし、かん

ながけし、やすりがけし又は縦

継ぎしたものであるかないかを

問わない。） 

  44.07  

 

木材（縦にひき若しくは割り、

平削りし又は丸はぎしたもの

で、厚さが６ミリメートルを超

えるものに限るものとし、かん

ながけし、やすりがけし又は縦

継ぎしたものであるかないかを

問わない。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   －熱帯産木材（この類の号注１

のものに限る。）のもの 

      －熱帯産木材（この類の号注１

のものに限る。）のもの 

  

4407.21 000 6 －－マホガニー（スウィエテニ

ア属のもの） 

  3 

4407.22 000 5 －－バイロラ、インブイア及び

バルサ 

 ＣＭ 

4407.24 000 

 

－－バイロラ、マホガニー（ス

ウィエテニア属のもの）、

インブイア及びバルサ 

 ＣＭ 

4407.25   （省 略）   4407.25   （省 略）   
4407.26   （省 略）  ＣＭ 4407.26   （省 略）   
4407.27 000 0 －－サペリ      （新 規）   
4407.28 000 6 －－イロコ  ＣＭ    （新 規）   
4407.29   －－その他のもの  ＣＭ 4407.29   －－その他のもの   

   －－－ふたばがき科のもの      －－－ふたばがき科のもの   
 110 3 －－－－かんながけし又はやす

りがけしたもの 

 ＣＭ  110 3 －－－－かんながけし又はやす

りがけしたもの 

 ＣＭ 

 190 6 －－－－その他のもの  ＣＭ  190 6 －－－－その他のもの  ＣＭ 
   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 215 3 －－－－チークのもの  ＣＭ  215 3 －－－－チークのもの  ＣＭ 
   －－－－その他のもの    290 1 －－－－その他のもの  ＣＭ 
 291 2 －－－－－ラミンのもの  ＣＭ       
 299 3 －－－－－その他のもの  ＣＭ       
   －その他のもの      －その他のもの   
4407.91   （省 略）   4407.91   （省 略）   
4407.92   （省 略）   4407.92   （省 略）   
4407.93 000 4 －－かえで（カエデ属のもの）

のもの 

 ＣＭ    （新 規）   

4407.94 000 3 －－桜（サクラ属のもの）のも

の 

 ＣＭ    （新 規）   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

4407.95 000 2 －－とねりこ（トネリコ属のも

の）のもの 

 ＣＭ     （新 規）   

4407.99   （省 略）   4407.99   （省 略）   

44.09   さねはぎ加工、溝付けその他こ

れらに類する加工をいずれかの

縁、端又は面に沿つて連続的に

施した木材（寄せ木床用のスト

リップ又はフリーズで組み立て

てないものを含むものとし、か

んながけし、やすりがけし又は

縦継ぎしたものであるかないか

を問わない。） 

  44.09  

 

さねはぎ加工、溝付けその他こ

れらに類する加工をいずれかの

縁、端又は面に沿つて連続的に

施した木材（寄せ木床用のスト

リップ又はフリーズで組み立て

てないものを含むものとし、か

んながけし、やすりがけし又は

縦継ぎしたものであるかないか

を問わない。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   －針葉樹以外のもの   4409.20   －針葉樹以外のもの   
4409.21   －－竹製のもの      －－引抜材   

 100 4 －－－引抜材  ＫＧ  110 1 －－－竹製のもの  ＫＧ 
 200 6 －－－玉縁及び繰形  ＫＧ  190 4 －－－その他のもの  ＫＧ 
 900 6 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ  200 0 －－玉縁及び繰形  ＫＧ 
4409.29   －－その他のもの       －－その他のもの   

 100 3 －－－引抜材  ＫＧ 5 
 200 5 －－－玉縁及び繰形  ＫＧ 
   －－－その他のもの   

 310 
  

－－－かりん、つげ、たがやさ

ん、紅木、したん又はこ

くたんのもの 

ＣＭ ＫＧ 

 910 1 －－－－ふたばがき科のもの ＣＭ ＫＧ  320 1 －－－桐
き り

のもの ＣＭ ＫＧ 
   －－－－その他のもの    330 4 －－－ふたばがき科のもの ＣＭ ＫＧ 

 340 0 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ  991 5 －－－－－かりん、つげ、たが

やさん、紅木、した

ん又はこくたんのも

の 

ＣＭ ＫＧ 
      

 992 6 －－－－－桐
き り

のもの ＣＭ ＫＧ       

 999 6 －－－－－その他のもの ＣＭ ＫＧ       

44.10   パーティクルボード、オリエン

テッドストランドボード（ＯＳ

Ｂ）その他これに類するボード

（例えば、ウェファーボード）

（木材その他の木質の材料のも

のに限るものとし、樹脂その他

の有機結合剤により凝結させて

あるかないかを問わない。） 

  44.10  

 

パーティクルボードその他これ

に類するボード（例えば、オリ

エンテッドストランドボード及

びウェファーボード）（木材そ

の他の木質の材料のものに限る

ものとし、樹脂その他の有機結

合剤により凝結させてあるかな

いかを問わない。） 

  

   －木材のもの    

4410.11   －－パーティクルボード   
   －－－板状のもの   

  
 

－オリエンテッドストランドボ

ード及びウェファーボード

（木材のものに限る。） 

  

 110 1 －－－－加工してないもの又は

やすりがけを超える加

工をしてないもの 

ＣＭ ＫＧ 4410.21   －－加工してないもの又はやす

りがけを超える加工をして

ないもの 

  

 010 3 －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ 
 020 6 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 

 120 4 －－－－メラミンを染み込ませ

た紙で表面を被覆した

もの 

ＣＭ ＫＧ 

4410.29   －－その他のもの   
 190 † －－－－その他のもの ＣＭ ＫＧ  010 2 －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ 
 900 † －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ  020 5 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 
4410.12   －－オリエンテッドストランド

ボード（ＯＳＢ） 

     －その他のもの（木材のものに

限る。） 

  

   －－－板状のもの   4410.31   －－加工してないもの又はやす

りがけを超える加工をして

ないもの 

  
 110 0 －－－－加工してないもの又は

やすりがけを超える加

工をしてないもの 

ＣＭ ＫＧ 

 010 0 －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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単 位 単 位 統計品目 
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Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
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Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
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Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 190 3 －－－－その他のもの ＣＭ ＫＧ  020 3 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 
 900 6 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 4410.32   －－メラミンを染み込ませた紙

で表面を被覆したもの 

  

4410.19   －－その他のもの    010 6 －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ 
 100 † －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ  020 2 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 
 900 † －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 
4410.90   －その他のもの   

4410.33   －－プラスチック製の装飾積層

板で表面を被覆したもの 

  

 100 3 －－板状のもの ＣＭ ＫＧ  010 5 －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ 
 900 5 －－その他のもの ＣＭ ＫＧ  020 1 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 
      4410.39   －－その他のもの   
       010 6 －－－板状のもの ＣＭ ＫＧ 
       020 2 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 

4410.90    －その他のもの   
 010 4 －－板状のもの ＣＭ ＫＧ 

      

 020 0 －－その他のもの ＣＭ ＫＧ 

44.11   繊維板（木材その他の木質の材

料のものに限るものとし、樹脂

その他の有機物質により結合し

てあるかないかを問わない。） 

  44.11  

 

繊維板（木材その他の木質の材

料のものに限るものとし、樹脂

その他の有機物質により結合し

てあるかないかを問わない。） 

  

   －ミディアムデンシティファイ

バーボード（ＭＤＦ） 

     －繊維板（密度が１立方センチ

メートルにつき0.8グラムを

超えるものに限る。） 

  

4411.12    －－厚さが５ミリメートル以下

のもの 

  
4411.11 000 1 －－機械加工をしておらず、か

つ、表面を被覆してないも

の 

 ＫＧ 
 100 2 

 
－－－密度が１立方センチメー

トルにつき0.8グラムを

超えるもの 

 ＫＧ 

4411.19 000 0 －－その他のもの  ＫＧ 
 200 4 －－－密度が１立方センチメー

トルにつき0.8グラム以

下のもの 

 ＫＧ    －繊維板（密度が１立方センチ

メートルにつき0.5グラムを

超え0.8グラム以下のものに

限る。） 

  

4411.13   －－厚さが５ミリメートルを超

え９ミリメートル以下のも

の 

  
4411.21 000 5 －－機械加工をしておらず、か

つ、表面を被覆してないも

の 

 ＫＧ 

4411.29 000 4 －－その他のもの  ＫＧ 

 100 1 
 
－－－密度が１立方センチメー

トルにつき0.8グラムを

超えるもの 

 ＫＧ 

 200 3 －－－密度が１立方センチメー

トルにつき0.8グラム以

下のもの 

 ＫＧ 

   －繊維板（密度が１立方センチ

メートルにつき0.35グラムを

超え0.5グラム以下のものに

限る。） 

  

4411.14    －－厚さが９ミリメートルを超

えるもの 

  4411.31 000 2 －－機械加工をしておらず、か

つ、表面を被覆してないも

の 

 ＫＧ 

 100 0 －－－密度が１立方センチメー

トルにつき0.8グラムを

超えるもの 

 ＫＧ 
4411.39 

 
000 1 －－その他のもの 

－その他のもの 

 
 

ＫＧ 
 

5  200 2 
  
－－－密度が１立方センチメー

トルにつき0.8グラム以

下のもの 

 ＫＧ 4411.91 000 
 
－－機械加工をしておらず、か

つ、表面を被覆してないも

の 

 ＫＧ 

   －その他のもの   4411.99 000 4 －－その他のもの  ＫＧ 
      4411.92 000 4 －－密度が１立方センチメート

ルにつき0.8グラムを超える

もの 

 ＫＧ 
       

4411.93 000 3 －－密度が１立方センチメート

ルにつき0.5グラムを超え0.8
グラム以下のもの 

 ＫＧ 
 

      

4411.94 000 2 －－密度が１立方センチメート

ルにつき0.5グラム以下の

もの 

 ＫＧ       

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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Ｎ
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Ｃ
Ｃ
Ｓ
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品   名 
Ⅰ Ⅱ 
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Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

44.12  

 

合板、ベニヤドパネルその他こ

れらに類する積層木材 

  44.12  

 

合板、ベニヤドパネルその他こ

れらに類する積層木材 

  

4412.10    －竹製のもの    
   －－合板（木材の単板のみから

成るもので各単板の厚さが

６ミリメートル以下のもの 

  
  

 

－合板（木材の単板のみから成

るもので各単板の厚さが６ミ

リメートル以下のものに限

る。） 

  

   に限る。）    
 

 

  

 

－－－少なくとも一の外面の単

板がダークレッドメラン

チ、ライトレッドメラン 

  
4412.13  

  
－－少なくとも一の外面の単板

が熱帯産木材（この類の号

注１のものに限る。）のも

の 

  

  チ、ホワイトラワン、シ

ポ、リンバ、オクメ、オ

ベチェ、アカジョアフリ

カ、サペリ、バイロラ、

マホガニー（スウィエテ

ニア属のもの）、パリッ

サンドルパラ、パリッサ

ンドルリオ又はパリッサ

ンドルロゼのもの 

 

  

   

 

     

  －－－少なくとも一の外面の単

板がダークレッドメラン

チ、ライトレッドメラン

チ、ホワイトラワン、シ

ポ、リンバ、オクメ、オ

ベチェ、アカジョアフリ

カ、サペリ、バイロラ、

マホガニー（スウィエテ

ニア属のもの）、パリッ

サンドルパラ、パリッサ

ンドルリオ又はパリッサ

ンドルロゼのもの 
   

－－－－ワニス塗装、プリン

ト、溝付け、オーバー

レイその他これらに類

する表面加工をしたも

の 

    

 

－－－－ワニス塗装、プリン

ト、溝付け、オーバー

レイその他これらに類

する表面加工をしたも

の 

  

 111 6 
  
－－－－－側面にさねはぎ加

工、溝付けその他これ

らに類する加工をした

もの 

ＣＭ ＳＭ 

 

 119 0 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ  
    －－－－その他のもの    

 

111 3 －－－－－側面にさねはぎ加

工、溝付けその他こ

れらに類する加工を

したもの 

ＣＭ ＳＭ 

 191 2 －－－－－厚さが６ミリメート

ル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ 

 119 4 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 

 199 3 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ    －－－－その他のもの   
   －－－その他のもの      －－－－－厚さが６ミリメート

ル未満のもの 

  

 121 6 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ 

   －－－－ワニス塗装、プリン

ト、溝付け、オーバー

レイその他これらに類

する表面加工をしたも

の 

  

 211 1 －－－－－側面にさねはぎ加 ＣＭ ＳＭ 

 122 0 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル以上６ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

   工、溝付けその他こ

れらに類する加工を

したもの 

  

 219 2 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 

 
 

 
123 

 

1 

－－－－－その他のもの 
－－－－－－厚さが６ミリメー

トル以上12ミリメー

トル未満のもの 

 
ＣＭ 

 
ＳＭ 

   －－－－その他のもの    
 291 4 －－－－－厚さが６ミリメート

ル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ  

125 3 
 
－－－－－－厚さが12ミリメー

トル以上24ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

 299 5 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 
   －－その他のもの   

 130 1 －－－－－－厚さが24ミリメー

トル以上のもの 
ＣＭ ＳＭ 

 910 0 －－－集成材 ＣＭ ＳＭ    －－－その他のもの   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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 990 † －－－その他のもの ＣＭ ＳＭ    －－－－ワニス塗装、プリン

ト、溝付け、オーバー

レイその他これらに類

する表面加工をしたも

の 

  

   －その他の合板（木材（竹製の

ものを除く。）の単板のみか

ら成るもので各単板の厚さが

６ミリメートル以下のものに

限る。） 

  

 211 5 －－－－－側面にさねはぎ加

工、溝付けその他こ

れらに類する加工を

したもの 

ＣＭ ＳＭ 

4412.31   －－少なくとも一の外面の単板

が熱帯産木材（この類の号

注１のものに限る。）のも

の 

  

 219 6 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 

        －－－－その他のもの   
        －－－－－厚さが６ミリメート

ル未満のもの 

  

     
 221 1 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ 

     

 229 2 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル以上６ミリメ 
ＣＭ ＳＭ 

   ートル未満のもの   
 229 2 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル以上６ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

   －－－－－その他のもの   
 231 4 －－－－－－厚さが６ミリメー

トル以上12ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

 233 6 －－－－－－厚さが12ミリメー

トル以上24ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

   

－－－少なくとも一の外面の単

板がダークレッドメラン

チ、ライトレッドメラン

チ、ホワイトラワン、シ

ベチェ、アカジョアフリ

カ、サペリ、バイロラ、

マホガニー（スウィエテ

ニア属のもの）、パリッ

サンドルパラ、パリッサ

ンドルリオ又はパリッサ

ンドルロゼのものポ、リ

ンバ、オクメ、オベチェ、

アカジョアフリカ、サペ

リ、バイロラ、マホガニ

ー（スウィエテニア属の

もの）、パリッサンドル

パラ、パリッサンドルリ

オ又はパリッサンドルロ

ゼのもの 

  

 240 6 －－－－－－厚さが24ミリメー

トル以上のもの 
ＣＭ ＳＭ 

4412.14   －－その他のもの（少なくとも

一の外面の単板が針葉樹以

外のものに限る。） 

  

   －－－－ワニス塗装、プリン

ト、溝付け、オーバー

レイその他これらに類

する表面加工をしたも

の 

  

   －－－ワニス塗装、プリント、

溝付け、オーバーレイそ

の他これらに類する表面

加工をしたもの 

  

 111 6 
 
－－－－－側面にさねはぎ加

工、溝付けその他こ

れらに類する加工を

したもの 

ＣＭ ＳＭ 

 191 2 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 
   －－－－その他のもの   

 011 0 －－－－側面にさねはぎ加工、

溝付けその他これらに類

する加工をしたもの 

ＣＭ ＳＭ 

 019 1 －－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ     
 
－－－－－厚さが６ミリメート

ル未満のもの 

  

   －－－その他のもの   
 911 1 －－－－－－厚さが３ミリメー

未満のもの 
ＣＭ ＳＭ     －－－－厚さが６ミリメートル

未満のもの 

  

 031 6 －－－－－厚さが３ミリメート

ル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ  921 4 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル以上６ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

   －－－－－その他のもの   
 039 0 －－－－－厚さが３ミリメート

ル以上6ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

   －－－－その他のもの   
 931 0 －－－－－－厚さが６ミリメー

トル以上12ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

 041 2 －－－－－厚さが６ミリメート

ル以上12ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 
 941 3 

 
－－－－－－厚さが12ミリメー

トル以上24ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

 951 
 

6 
 
－－－－－－厚さが24ミリメー

トル以上のもの 
ＣＭ ＳＭ 

 042 
 

3 
 
－－－－－厚さが12ミリメート

ル以上24ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   －－－その他のもの    049 3 －－－－－厚さが24ミリメート

ル以上のもの 

ＣＭ ＳＭ 

4412.19   －－その他のもの   

   －－－－ワニス塗装、プリン

ト、溝付け、オーバー

レイその他これらに類

する表面加工をしたも

の 

  

   －－－ワニス塗装、プリント、

溝付け、オーバーレイそ

の他これらに類する表面

加工をしたもの 

ＣＭ 
 
ＳＭ 

 

 119 0 －－－－－側面にさねはぎ加

工、溝付けその他こ

れらに類する加工を

したもの 

ＣＭ ＳＭ 

 011 2 
 
－－－－側面にさねはぎ加工、

溝付けその他これらに

類する加工をしたもの 

ＣＭ ＳＭ 

 199 3 －－－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ  019 3 －－－－その他のもの   

   －－－その他のもの      －－－－－厚さが６ミリメート

ル未満のもの 

  

 021 5 －－－－厚さが６ミリメートル

未満のもの 
ＣＭ ＳＭ 

 919 2 －－－－－－厚さが３ミリメー

トル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ 

   －－－－その他のもの   

 929 5 
 
－－－－－－厚さが３ミリメー

トル以上６ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ  023 0 －－－－－厚さが６ミリメート

ル以上12ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

   －－－－－その他のもの    024 1 －－－－－厚さが12ミリメート

ル以上のもの 
ＣＭ ＳＭ 

 939 1 －－－－－－厚さが６ミリメー

トル以上12ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 
   

 
－その他のもの（少なくとも一

の外面の単板が針葉樹以外の

ものに限る。） 

  

 949 4 －－－－－－厚さが12ミリメー

トル以上24ミリメ

ートル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 
4412.22   －－少なくとも一の単板が熱帯

産木材（この類の号注１の

ものに限る。）のもの 

  

 959 0 －－－－－－厚さが24ミリメー

トル以上のもの 
ＣＭ ＳＭ 

 010 5 －－－集成材 ＣＭ ＳＭ 
 090 1 －－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 4412.32   －－その他のもの（少なくとも

一の外面の単板が針葉樹以

外のものに限る。） 

  

 

4412.23   －－その他のもの（少なくとも

一層がパーティクルボード

のものに限る。） 

  

 010 4 －－－集成材 ＣＭ ＳＭ 
 090 0 －－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 

  
  
－－－ワニス塗装、プリント、

溝付け、オーバーレイそ

の他これらに類する表面

加工をしたもの 

  

4412.29   －－その他のもの   
 010 5 －－－集成材 ＣＭ ＳＭ 
 090 1 －－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 

 110 4 －－－－側面にさねはぎ加工、

溝付けその他これらに

類する加工をしたもの 

ＣＭ ＳＭ 

   －その他のもの   

 190 0 －－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ 
   －－－その他のもの   

4412.92   －－少なくとも一の単板が熱帯

産木材（この類の号注１の

ものに限る。）のもの 

  

   －－－－厚さが６ミリメートル

未満のもの 

  
 010 5 －－－集成材 ＣＭ ＫＧ 

 090 1 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ  911 0 －－－－－厚さが３ミリメート

ル未満のもの 
ＣＭ ＳＭ 

4412.93   －－その他のもの（少なくとも

一層がパーティクルボード

のものに限る。） 

  
 912 1 －－－－－厚さが３ミリメート

ル以上６ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

 010 4 －－－集成材 ＣＭ ＫＧ 
   －－－－その他のもの    090 0 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 

4412.99 
 

 
010 

 

5 
－－その他のもの 
－－－集成材 

 
ＣＭ 

 
ＫＧ 

 991 3 
  
 

－－－－－厚さが６ミリメート

ル以上12ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ 

 090 1 －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ 
 992 4 －－－－－厚さが12ミリメート

ル以上24ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ       

       993 5 
 
－－－－－厚さが24ミリメート

ル以上のもの 
ＣＭ ＳＭ 

      

4412.39    －－その他のもの         
   －－－ワニス塗装、プリント、         
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

溝付け、オーバーレイそ

の他これらに類する表面

加工をしたもの 
 110 4 －－－－側面にさねはぎ加工、

溝付けその他これらに

類する加工をしたもの 

ＣＭ ＳＭ       

 190 0 －－－－その他のもの ＣＭ ＳＭ       
   －－－その他のもの         
 910 6 －－－－厚さが６ミリメートル

未満のもの 
ＣＭ ＳＭ       

   －－－－その他のもの         
 991 3 －－－－－厚さが６ミリメート

ル以上12ミリメート

ル未満のもの 

ＣＭ ＳＭ       

      
      

 992 4 －－－－－厚さが12ミリメート

ル以上のもの－その

他のもの 

ＣＭ ＳＭ 

       

      4412.94   －－ブロックボード、ラミンボ

ード及びバッテンボード 

  
      

   －－－集成材         
       110 5 －－－－少なくとも一の単板が

熱帯産木材（この類の号

注１のものに限る。）の

もの 

ＣＭ ＫＧ 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 120 1 －－－－その他のもの（少なく

とも一の外面の単板が

針葉樹以外のものに限

る。） 

ＣＭ ＫＧ       

 190 1 －－－－その他のもの ＣＭ ＫＧ       
 900 † －－－その他のもの ＣＭ ＫＧ       
4412.99   －－その他のもの         

   －－－集成材         
 110 0 －－－－少なくとも一の単板が

熱帯産木材（この類の号

注１のものに限る。）の

もの 

ＣＭ ＫＧ       

 120 3 －－－－その他のもの（少なく

とも一の外面の単板が

針葉樹以外のものに限

る。） 

ＣＭ ＫＧ       

 190 3 －－－－その他のもの ＣＭ ＫＧ       
   －－－その他のもの         
 910 2 －－－－少なくとも一の単板が

熱帯産木材（この類の

号注１のものに限

る。）のもの 

ＣＭ ＫＧ       

 920 5 －－－－その他のもの（少なく

とも一の外面の単板が

針葉樹以外のものに限

る。） 

ＣＭ ＫＧ       

 990 5 －－－－その他のもの ＣＭ ＫＧ       

44.18   木製建具及び建築用木工品（セ

ルラーウッドパネル、組み合わ

せた床用パネル及びこけら板を

含む。） 

  44.18   木製建具及び建築用木工品（セ

ルラーウッドパネル、組み合わ

せた寄せ木パネル及びこけら板

を含む。） 

  

4418.10   （省 略）   4418.10   （省 略）   
4418.20   （省 略）   4418.20   （省 略）   
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   （削 除）   4418.30 000 3 －寄せ木パネル  ＫＧ 
4418.40   （省 略）   4418.40   （省 略）   
4418.50   （省 略）   4418.50   （省 略）   
4418.60 000 1 －くい及びはり  ＫＧ    （新 規）   

    －組み合わせた床用パネル         
4418.71 000 4 －－モザイク状の床用のもの  ＫＧ       
4418.72 000 3 －－その他のもの（多層のもの

に限る。） 

 ＫＧ       

4418.79 000 3 －－その他のもの  ＫＧ       
4418.90    －その他のもの   4418.90   －その他のもの   

 100 1 －－セルラーウッドパネル ＳＭ ＫＧ  100 1 －－セルラーウッドパネル ＳＭ ＫＧ 
    －－その他のもの      －－その他のもの   
 210 6 －－－木製の建具及び床柱  ＫＧ  210 6 －－－木製の建具及び床柱  ＫＧ 
    －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 221 3 －－－－欄間 ＮＯ ＫＧ  221 3 －－－－欄間 ＮＯ ＫＧ 

5  222 4 －－－－構造用集成材 ＣＭ ＫＧ  223 
  
－－－－その他の床用パネル及

び組み合わせた床用以

外のパネル 

 ＫＧ 
 229 4 －－－－その他のもの  ＫＧ 

    －－－－その他のもの         
 222 4 －－－－－構造用集成材 ＣＭ ＫＧ       
 229 4 －－－－－その他のもの  ＫＧ       

第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにか

ご細工物及び枝条細工物 

第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにか

ご細工物及び枝条細工物 

注  

１ この類において「組物材料」とは、組合せその他これに

類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該

材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、

経木その他の植物性材料のストリップ（例えば、樹皮のス

トリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たス

トリップ）、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチ

ックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並び

に紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレ

ザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡

織用繊維のロービング及び糸並びに第54類の単繊維、スト

リップその他これらに類する物品を含まない。 

 

２及び３ （省 略）  

46.01  

 

さなだその他これに類する組物

材料から成る物品（ストリップ

状であるかないかを問わな

い。）並びに組物材料又はさな

だその他これに類する組物材料

から成る物品を平行につなぎ及

び織つたものであつてシート状

のもの（最終製品（敷物、壁掛

等）であるかないかを問わな

い。） 

  46.01  

 

さなだその他これに類する組物

材料から成る物品（ストリップ

状であるかないかを問わな

い。）並びに組物材料又はさな

だその他これに類する組物材料

から成る物品を平行につなぎ及

び織つたものであつてシート状

のもの（最終製品（敷物、壁掛

等）であるかないかを問わな

い。） 

  

   －敷物及びすだれ（植物性材料

製のものに限る。） 

  4601.20   －敷物及びすだれ（植物性材料

製のものに限る。） 

  

4601.21 000 3 －－竹製のもの  ＫＧ  010 0 －－いぐさ製又は七島い製のも

の 
ＳＭ ＫＧ 

4601.22 000 2 －－とう製のもの  ＫＧ     －－その他のもの   
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

4601.29   －－その他のもの   4 
 100 4 －－－いぐさ製又は七島い製の

もの 
ＳＭ ＫＧ 

 091 
  
－－－すだれ（幅が80センチメ

ートル以上のものに限

る。） 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの    099 5 －－－その他のもの  ＫＧ 
 910 2 －－－－すだれ（幅が80センチ

メートル以上のものに

限る。） 

 ＫＧ        

 990 5 －－－－その他のもの  ＫＧ        
    －その他のもの       －その他のもの   
4601.92 000 2 －－竹製のもの  ＫＧ 4601.91    －－植物性材料製のもの   
4601.93 000 1 －－とう製のもの  ＫＧ  100 5 －－－むしろ、こも及びアンペ

ラ 

 ＫＧ 

4601.94   －－その他の植物性材料性のも

の 

  

 100 2 －－－むしろ、こも及びアンペ

ラ 

 ＫＧ 

    －－－さなだその他これに類す

る組物材料から成る物品

（ストリップ状であるか

ないかを問わない。） 

  

   111 2 －－－－ばつかんさなだ  ＫＧ 
   119 3 －－－－その他のもの  ＫＧ 

    －－－その他のもの   

  

 

  

－－－さなだその他これに類す

る組物材料から成る物品

（ストリップ状であるか

ないかを問わない。） 

  

 210 0 －－－－ばつかんさなだ  ＫＧ 

     －－－－いぐさ製又は七島い製

のもの 

  

 290 3 －－－－その他のもの  ＫＧ  211 4 －－－－－畳表 ＳＭ ＫＧ 
   －－－その他のもの    219 5 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－－－いぐさ製又は七島い製

のもの 

   290 6 －－－－その他のもの  ＫＧ 

 911 1 －－－－－畳表 ＳＭ ＫＧ        
 919 2 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ        
 990 3 －－－－その他のもの  ＫＧ       
4601.99   －－その他のもの   4601.99   －－その他のもの   

 100 † －－－さなだその他これに類す

る組物材料から成る物品

（ストリップ状であるか

ないかを問わない。） 

 ＫＧ  100 † －－－さなだその他これに類す

る組物材料から成る物品

（ストリップ状であるか

ないかを問わない。） 

 ＫＧ 

 200 † －－－その他のもの  ＫＧ  200 † －－－その他のもの  ＫＧ 

46.02  

 

かご細工物、枝条細工物その他

の製品（組物材料から直接造形

したもの及び第46.01項の物品

から製造したものに限る。）及

びへちま製品 

  46.02  

 

かご細工物、枝条細工物その他

の製品（組物材料から直接造形

したもの及び第46.01項の物品

から製造したものに限る。）及

びへちま製品 

  

   －植物性材料製のもの   4602.10   －植物性材料製のもの   
4602.11    －－竹製のもの    010 1 －－扇子及びうちわ並びにこれ

らの部分品 

 ＫＧ 
 100 6 

 
－－－扇子及びうちわ並びにこ

れらの部分品 

 ＫＧ 

   －－その他のもの   
 900 1 －－－その他のもの  ＫＧ  021 5 －－－瓶用のわらづと  ＫＧ 
4602.12 000 3 －－とう製のもの  ＫＧ    －－－その他のもの   
4602.19   －－その他のもの    022 6 －－－－畳床  ＫＧ 

 100 5 －－－瓶用のわらづと  ＫＧ    －－－－その他のもの   
    －－－その他のもの    023 0 －－－－－竹製のもの  ＫＧ 
 910 3 －－－－畳床  ＫＧ  029 6 －－－－－その他のもの  ＫＧ 
    －－－－その他のもの         

       991 0 －－－－－畳（厚さが８ミリメ

ートル以上、面積が

１平方メートル未満

のもので、かつ、い

ぐさ製又は七島い製

の畳表を有するもの

に限る。） 

 ＫＧ 
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 999 1 －－－－－その他のもの  ＫＧ       
4602.90   －その他のもの   4602.90   －その他のもの   

 010 †1 －－扇子、うちわ、これらの骨

及び柄並びに扇子又はうち

わの骨又は柄の部分品 

 ＫＧ  010 †1 －－扇子、うちわ、これらの骨

及び柄並びに扇子又はうち

わの骨又は柄の部分品 

 ＫＧ 

 020 †2 －－その他のもの  ＫＧ  020 †2 －－その他のもの  ＫＧ 

47.06  

  

古紙パルプ及びその他の繊維素

繊維を原料とするパルプ 

  47.06  

 

古紙パルプ及びその他の繊維素

繊維を原料とするパルプ 

  

4706.10   （省 略）   4706.10   （省 略）   
4706.20   （省 略）   4706.20   （省 略）   
4706.30 000 1 －その他のもの（竹製のものに

限る。） 

 ＭＴ    （新 規）   

   （省 略）      （省 略）   

第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 

注 注 
１ （省 略） １ （省 略） 
２ この類には、次の物品を含まない。 ２ この類には、次の物品を含まない。 

(a)～(m) （省 略） 
(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく（主として第14部

又は第15部に属する。） 
(o)及び(p) （省 略） 

(a)～(m) （省 略） 
(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく（第15部参照） 
(o)及び(p) （省 略） 

３ （省 略） ３ （省 略） 
４ この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する

種類の塗布してない紙（サイジングしてないもの及び軽く

サイジングしたものに限る。）であつて、機械木材パルプ

又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の50％
以上で、パーカープリントサーフ（クランプ圧１メガパス

カル）による各面の平滑度が2.5マイクロメートル（ミクロ

ン）を超え、かつ、重量が１平方メートルにつき40グラム

以上65グラム以下であるものをいう。 

４ この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する

種類の塗布してない紙（サイジングしてないもの及び軽く

サイジングしたものに限る。）であつて、機械木材パルプ

又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の65％
以上で、パーカープリントサーフ（クランプ圧１メガパス

カル）による各面の平滑度が2.5マイクロメートル（ミクロ

ン）を超え、かつ、重量が１平方メートルにつき40グラム

以上65グラム以下であるものをいう。 
５～８ （省 略） ５～８ （省 略） 
９ 第48.14項において壁紙その他これに類する壁面被覆材

は、次の物品に限る。 
９ 第48.14項において壁紙その他これに類する壁面被覆材

は、次の物品に限る。 
(a)～(c) （省 略） (a)～(c) （省 略） 
紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被

覆材用のいずれの用途にも適するものは、第48.23項に属

する。 

紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被

覆材用のいずれの用途にも適するものは、第48.15項に属

する。 
10～12 （省 略） 10～12 （省 略） 

48.02   筆記用、印刷用その他のグラフ

ィック用に供する種類の塗布し

てない紙及び板紙、せん孔カー

ド用紙及びせん孔テープ用紙

（ロール状又は長方形（正方形

を含む。）のシート状のものに

限るものとし、大きさを問わ

ず、第48.01項又は第48.03項の

紙を除く。）並びに手すきの紙

及び板紙 

  48.02   筆記用、印刷用その他のグラフ

ィック用に供する種類の塗布し

てない紙及び板紙、せん孔カー

ド用紙及びせん孔テープ用紙

（ロール状又は長方形（正方形

を含む。）のシート状のものに

限るものとし、大きさを問わ

ず、第48.01項又は第48.03項の

紙を除く。）並びに手すきの紙

及び板紙 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   4802.30 000 5 －カーボン原紙  ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   
4802.61   －－ロール状のもの   4802.61 000 2 －－ロール状のもの  ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 100 4 －－－カーボン原紙  ＫＧ       
 900 6 －－－その他のもの  ＫＧ       
4802.62   －－折り畳んでない状態におい

て１辺の長さが435ミリメ

ートル以下で、その他の辺

の長さが297ミリメートル

以下のシート状のもの 

  4802.62 000 1 －－折り畳んでない状態におい

て１辺の長さが435ミリメ

ートル以下で、その他の辺

の長さが297ミリメートル

以下のシート状のもの 

 ＫＧ 

 100 3 －－－カーボン原紙  ＫＧ       
 900 5 －－－その他のもの  ＫＧ       
4802.69   －－その他のもの   4802.69 000 1 －－その他のもの  ＫＧ 

 100 3 －－－カーボン原紙  ＫＧ       
 900 5 －－－その他のもの  ＫＧ       

48.09  

 

カーボン紙、セルフコピーペー

パーその他の複写紙及び転写紙

（謄写版原紙用又はオフセット

プレート用の塗布し又は染み込

ませた紙を含み、ロール状又は

シート状のものに限るものと

し、印刷してあるかないかを問

わない。） 

  48.09  

 

カーボン紙、セルフコピーペー

パーその他の複写紙及び転写紙

（謄写版原紙用又はオフセット

プレート用の塗布し又は染み込

ませた紙を含み、ロール状又は

シート状のものに限るものと

し、印刷してあるかないかを問

わない。） 

  

   （削 除）   4809.10   －カーボン紙その他これに類す

る複写紙 

  

       010 0 －－カーボン紙  ＫＧ 
       020 3 －－その他のもの  ＫＧ 
4809.20   （省 略）   4809.20   （省 略）   
4809.90   －その他のもの   4809.90 000 1 －その他のもの  ＫＧ 

 100 3 －－カーボン紙  ＫＧ       
 900 5 －－その他のもの  ＫＧ       

48.14  

 

壁紙その他これに類する壁面被

覆材及びグラスペーパー 

  48.14  

 

壁紙その他これに類する壁面被

覆材及びグラスペーパー 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   4814.30 000 2 －壁紙その他これに類する壁面

被覆材（組物材料で表を覆つ

た紙から成るものに限るもの

とし、当該組物材料を平行に

つなぎ又は織つてあるかない

かを問わない。） 

 ＫＧ 

   （省 略）      （省 略）   
            
   （削 除）   48.15      
      4815.00 000 2 紙又は板紙をもととした床敷き

（特定の大きさに切つてあるか

ないかを問わない。） 

 ＫＧ 

48.16  

 

カーボン紙、セルフコピーペー

パーその他の複写紙及び転写紙

（箱入りにしてあるかないかを

問わないものとし、第48.09項の

ものを除く。）並びに謄写版原

紙及び紙製のオフセットプレー

ト（箱入りにしてあるかないか

を問わない。） 

  48.16  

 

カーボン紙、セルフコピーペー

パーその他の複写紙及び転写紙

（箱入りにしてあるかないかを

問わないものとし、第48.09項の

ものを除く。）並びに謄写版原

紙及び紙製のオフセットプレー

ト（箱入りにしてあるかないか

を問わない。） 

  

   （削 除）   4816.10 000 4 －カーボン紙その他これに類す

る複写紙 

 ＫＧ 

4816.20   （省 略）   4816.20   （省 略）   
   （削 除）   4816.30 000 5 －謄写版原紙  ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

4816.90   （省 略）   4816.90   （省 略）   

48.23  

 

その他の紙、板紙、セルロース

ウォッディング及びセルロース

繊維のウェブ（特定の大きさ又

は形状に切つたものに限る。）

並びに製紙用パルプ、紙、板紙、

セルロースウォッディング又は

セルロース繊維のウェブのその

他の製品 

  48.23  

 

その他の紙、板紙、セルロース

ウォッディング及びセルロース

繊維のウェブ（特定の大きさ又

は形状に切つたものに限る。）

並びに製紙用パルプ、紙、板紙、

セルロースウォッディング又は

セルロース繊維のウェブのその

他の製品 

  

   （削 除）      －粘着剤又は接着剤を塗布した

紙（ストリップ状又はロール

状のものに限る。） 

  

      4823.12 000 2 －－セルフアドヒーシブのもの  ＫＧ 
      4823.19 000 2 －－その他のもの  ＫＧ 
4823.20   （省 略）   4823.20   （省 略）   
4823.40   （省 略）   4823.40   （省 略）   

   －紙製又は板紙製の盆、皿、コ

ップその他これらに類する製

品 

  4823.60 000 3 －紙製又は板紙製の盆、皿、コ

ップその他これらに類する製

品 

 ＫＧ 

4823.61 000 2 －－竹製のもの  ＫＧ       
4823.69 000 1 －－その他のもの  ＫＧ       
4823.70   （省 略）   4823.70   （省 略）   
4823.90   （省 略）   4823.90   （省 略）   

第11部 紡織用繊維及びその製品 第11部 紡織用繊維及びその製品 

注 注 
１ この部には、次の物品を含まない。 １ この部には、次の物品を含まない。 

(a) ブラシ製造用の獣毛（第05.02項参照）並びに馬毛及

びそのくず（第05.11項参照） 
(b)～(d) （省 略） 
(e) 第30.05項又は第30.06項の物品及び第33.06項の小売

用の包装にした歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 

(a) ブラシ製造用の獣毛（第05.02項参照）並びに馬毛及び

そのくず（第05.03項参照） 
(b)～(d) （省 略） 
(e) 第30.05項又は第30.06項の物品（例えば、脱脂綿、ガ

ーゼ、包帯その他これらに類する医療用又は獣医用の物

品及び殺菌した外科用縫合材）及び第33.06項の小売用の

包装にした歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 
(f)～(v) （省 略） (f)～(v) （省 略） 
２～12 （省 略） ２～12 （省 略） 
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性

糸」とは、合成繊維の長繊維の糸（単繊維を含むものとし、

テクスチャード加工糸を除く。）で、もとの長さの３倍に

伸ばしても切れず、もとの長さの２倍に伸ばした後５分以

内にもとの長さの1.5倍以下に戻るものをいう。 

（新 規） 

14 （省 略） 13 （省 略） 
号注 号注 
１ この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語

の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 
１ この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語

の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 
（削 除） (a) 「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸（単繊維を含

むものとし、テクスチャード加工糸を除く。）で、もと

の長さの３倍に伸ばしても切れず、もとの長さの２倍に

伸ばした後５分以内にもとの長さの1.5倍以下に戻るも

のをいう。 
(a) （省 略） 
(b) （省 略） 
(c) （省 略） 

(b) （省 略） 
(c) （省 略） 
(d) （省 略） 

(a)から(c)までの規定は、単繊維及び第54類のストリップそ

の他これに類する物品に準用する。 
(a)から(d)までの規定は、単繊維及び第54類のストリップそ

の他これに類する物品に準用する。 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

(d) （省 略） 
(e) （省 略） 
(f) （省 略） 
(g) （省 略） 

(e) （省 略） 
(f) （省 略） 
(g) （省 略） 
(h) （省 略） 

(h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後な

せんした織物をいい、異なる色の糸から成るものである

かないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、

転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様

付けをした織物を含む。 

(a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工

は、考慮しない。 

(d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準

用する。 
(ij) （省 略） 

(ij) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後な

せんした織物をいい、異なる色の糸から成るものである

かないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、

転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様

付けをした織物を含む。 
(a)から(ij)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工

は、考慮しない。 
(e)から(ij)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準

用する。 
(k) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

50.03      50.03   絹のくず（繰糸に適しない繭、

糸くず及び反毛した繊維を含

む。） 

  

5003.10   －カード及びコームのいずれも

してないもの 

  5003.00   絹のくず（繰糸に適しない繭、

糸くず及び反毛した繊維を含

む。） 

  

 010 4 －－真綿  ＫＧ 
 020 0 －－くず繭  ＫＧ    －カード及びコームのいずれも

してないもの 

  
 030 3 －－絹ノイル  ＫＧ 

 011 1 －－真綿  ＫＧ  090 0 －－その他のもの  ＫＧ 
 012 2 －－くず繭  ＫＧ 5003.90   －その他のもの   
 013 3 －－絹ノイル  ＫＧ  010 1 －－ペニー  ＫＧ 
 019 2 －－その他のもの  ＫＧ  090 4 －－その他のもの  ＫＧ 
   －その他のもの         
 091 4 －－ペニー  ＫＧ       
 099 5 －－その他のもの  ＫＧ       

第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの

織物 

第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの

織物 

注 注 
１ この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定める

ところによる。 
１ この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定める

ところによる。 
(a) （省 略） 
(b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ（ヒ

トコブラクダを含む。）、やく、うさぎ（アンゴラうさ

ぎを含む。）、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラット

の毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎそ

の他これらに類するやぎの毛をいう。 

(a) （省 略） 
(b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ、

やく、うさぎ（アンゴラうさぎを含む。）、ビーバー、

ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チ

ベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの

毛をいう。 
(c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛

をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛（第05.02項参照）

及び馬毛（第05.11項参照）を除く。 

(c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛

をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛（第05.02項参照）

及び馬毛（第05.03項参照）を除く。 
備考 備考 
（省 略） （省 略） 

52.08   綿織物（綿の重量が全重量の

85％以上で、重量が１平方メー

トルにつき200グラム以下のも

のに限る。） 

  52.08   綿織物（綿の重量が全重量の

85％以上で、重量が１平方メー

トルにつき200グラム以下のも

のに限る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   （削 除）   5208.53   －－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り

（破れ斜文織りを含む。）

のもの 

  

         －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの 

  

       011 0 －－－－ろうけつ染めしたもの ＳＭ ＫＧ 
       019 1 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
         －－－その他のもの   
       091 3 －－－－ろうけつ染めしたもの ＳＭ ＫＧ 
       099 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

52.10   綿織物（綿の重量が全重量の

85％未満のもので、混用繊維の

全部又は大部分が人造繊維のも

ののうち、重量が１平方メート

ルにつき200グラム以下のもの

に限る。） 

  52.10   綿織物（綿の重量が全重量の

85％未満のもので、混用繊維の

全部又は大部分が人造繊維のも

ののうち、重量が１平方メート

ルにつき200グラム以下のもの

に限る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5210.12   －－３枚綾

あや

織り又は４枚綾
あや

織り

（破れ斜文織りを含む。）

のもの 

  

       010 1 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       020 4 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

       030 0 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
5210.19   －－その他の織物   5210.19   －－その他の織物   

   －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

   010 1 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 110 3 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ  020 4 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

 190 6 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ  030 0 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超え

るもの（経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミ

ー、合成繊維又はアセテ

ート繊維のものを除

く。） 

        

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 210 5 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ       

 290 1 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －－－その他のもの         

 910 5 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ       

 990 1 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5210.22   －－３枚綾

あや

織り又は４枚綾
あや

織り

（破れ斜文織りを含む。）

のもの 

  

       010 5 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       020 1 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（ 010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

       030 4 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
5210.29   －－その他の織物   5210.29   －－その他の織物   

   －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

   010 5 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 110 0 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ  020 1 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（ 010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

 190 3 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ  030 4 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超え

るもの（経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミ

ー、合成繊維又はアセテ

ート繊維のものを除

く。） 

        

 210 2 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ       

 290 5 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －－－その他のもの         

 910 2 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ       

 990 5 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5210.42   －－３枚綾

あや

織り又は４枚綾
あや

織り   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

（破れ斜文織りを含む。）

のもの 
       010 6 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       020 2 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（ 010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

       030 5 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
5210.49   －－その他の織物   5210.49   －－その他の織物   

   －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

   010 6 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 110 1 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ  020 2 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（ 010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

 190 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ  030 5 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超え

るもの（経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミ

ー、合成繊維又はアセテ

ート繊維のものを除

く。） 

        

 210 3 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ       

 290 6 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －－－その他のもの         

 910 3 －－－－３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを

含む。）のもの 

ＳＭ ＫＧ       

 990 6 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5210.52   －－３枚綾

あや

織り又は４枚綾
あや

織り

（破れ斜文織りを含む。）

のもの 

  

         －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

  

       011 4 －－－－ろうけつ染めしたもの ＳＭ ＫＧ 
       019 5 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
         －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

  

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

もの（011及び019のもの

を除く。） 
       021 0 －－－－ろうけつ染めしたもの ＳＭ ＫＧ 
       029 1 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
         －－－その他のもの   
       031 3 －－－－ろうけつ染めしたもの ＳＭ ＫＧ 
       039 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

52.11   綿織物（綿の重量が全重量の

85％未満のもので、混用繊維の

全部又は大部分が人造繊維のも

ののうち、重量が１平方メート

ルにつき200グラムを超えるも

のに限る。） 

  52.11   綿織物（綿の重量が全重量の

85％未満のもので、混用繊維の

全部又は大部分が人造繊維のも

ののうち、重量が１平方メート

ルにつき200グラムを超えるも

のに限る。） 

  

5211.11 

～

 
5211.19 

  
（省 略） 

  5211.11 

～

 
5211.19 

  
（省 略） 

  

5211.20   －漂白したもの      －漂白したもの   
5211.21   －－平織りのもの    100 4 －－経緯糸のうちいずれか一方

が亜麻、ラミー、合成繊維

又はアセテート繊維のもの 

ＳＭ ＫＧ 

6 

 010 4 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 200 

 

－－合成繊維若しくはアセテー

ト繊維又はこれらの繊維を

合わせたものの重量が全重

量の10％を超えるもの（経

緯糸のうちいずれか一方が

亜麻、ラミー、合成繊維又

はアセテート繊維のものを

除く。） 

ＳＭ ＫＧ 

 020 0 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（ 010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

 900 6 －－その他の織物 ＳＭ ＫＧ  030 3 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （削 除）   5211.22   －－３枚綾

あや

織り又は４枚綾
あや

織り

（破れ斜文織りを含む。）

のもの 

  

       010 3 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       020 6 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

       030 2 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （削 除）   5211.29   －－その他の織物   
       010 3 －－－経緯糸のうちいずれか一

方が亜麻、ラミー、合成

繊維又はアセテート繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       020 6 －－－合成繊維若しくはアセテ

ート繊維又はこれらの繊

維を合わせたものの重量

が全重量の10％を超える

もの（ 010のものを除

く。） 

ＳＭ ＫＧ 

       030 2 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

   （削 除）   53.04   サイザルその他のアゲーブ属の

紡織用繊維（精紡したものを除

く。）並びにそのトウ及びくず

（糸くず及び反毛した繊維を含

む。） 

  

      5304.10 000 1 －サイザルその他のアゲーブ属

の紡織用繊維（生のものに限

る。） 

 ＫＧ 

      5304.90 000 5 －その他のもの  ＫＧ 

53.05      53.05   ココやし、アバカ（マニラ麻又

はムサ・テクスティリス）、ラミ

ーその他の植物性紡織用繊維

（他の項に該当するもの及び精

紡したものを除く。）並びにその

トウ、ノイル及びくず（糸くず

及び反毛した繊維を含む。） 

  
5305.00 000 2 ココやし、アバカ（マニラ麻又

はムサ・テクスティリス）、ラミ

ーその他の植物性紡織用繊維

（他の項に該当するもの及び精

紡したものを除く。）並びにその

トウ、ノイル及びくず（糸くず

及び反毛した繊維を含む。） 

 ＫＧ 

   －ココやしのもの（コイヤ）   
      5305.11 000 5 －－生のもの  ＫＧ 
      5305.19 000 4 －－その他のもの  ＫＧ 
         －アバカのもの   
      5305.21 000 2 －－生のもの  ＫＧ 
      5305.29 000 1 －－その他のもの  ＫＧ 
      5305.90 000 3 －その他のもの  ＫＧ 

第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリ

ップその他これに類する人造繊維製品 

第54類 人造繊維の長繊維及びその織物 

注 注 
１ この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。 １ この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。 

(a) 有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維

（例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン

又はポリウレタンのもの）、又は、この工程により得た

重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維

及び長繊維（例えば、ポリ（酢酸ビニル）を加水分解す

ることにより得たポリ（ビニルアルコール）） 

(a) 有機単量体の重合により製造した短繊維又は長繊維

（例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン又

はポリビニル誘導体のもの） 

(b) 繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化

学的に処理することにより製造した短繊維及び長繊維

（例えば、銅アンモニアレーヨン（キュプラ）及びビス

コースレーヨン）、又は、繊維素、カゼイン及びその他

のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化

学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維

（例えば、アセテート及びアルギネート） 

(b) 繊維素、カゼイン、プロテイン、アルガエその他の天

然有機重合体を化学的に変化させることにより製造した

短繊維又は長繊維（例えば、ビスコースレーヨン、アセ

テート、キュプラ及びアルギネート） 

この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうも

のとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再

生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第54.04
項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品

は、人造繊維とみなさない。 

この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうも

のとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再

生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。 
 

人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用

語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ

前記の意味と同一の意味を有する。 

人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用

語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ

前記の意味と同一の意味を有する。 
２ （省 略） ２ （省 略） 

54.02   合成繊維の長繊維の糸（67 デシ

テックス未満の単繊維のものを

  54.02   合成繊維の長繊維の糸（67 デシ

テックス未満の単繊維のものを

  

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

含むものとし、縫糸及び小売用

にしたものを除く。）  

含むものとし、縫糸及び小売用

にしたものを除く。） 
   －強力糸（ナイロンその他のポ

リアミドのものに限る。） 

  5402.10   －強力糸（ナイロンその他のポ

リアミドのものに限る。） 

  

5402.11 000 0 －－アラミドのもの  ＫＧ 
5402.19   －－その他のもの   

 010 4 －－絹の重量が全重量の10％を

超えるもの 

 ＫＧ 

   －－その他のもの    100 1 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ 
 026 6 －－－アラミド繊維のもの  ＫＧ 
   －－－その他のもの      －－－合成繊維又はこれとアセ

テート繊維を合わせたも

のの重量が全重量の

50％を超えるもの 

  
   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

  

 210 6 －－－－よつてないもの及びよ

り数が１メートルにつ

き50以下のもの 

 ＫＧ 
 027 0 －－－－－よつてないもの及び

より数が１メートル

につき50以下のもの 

 ＫＧ 

 220 2 －－－－より数が１メートルに

つき50を超えるもの 

 ＫＧ 

 900 3 －－－その他のもの  ＫＧ 

 025 5 －－－－－より数が１メートル

につき50を超えるも

の 

 ＫＧ 

       029 2 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.20   －強力糸（ポリエステルのもの

に限る。） 

  5402.20   －強力糸（ポリエステルのもの

に限る。） 

  

 010 1 －－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ  010 1 －－絹の重量が全重量の10％を

超えるもの 

 ＫＧ 

   －－その他のもの      －－その他のもの   
 021 5 －－－合成繊維又はこれとアセ

テート繊維を合わせたも

のの重量が全重量の

50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 5 －－－合成繊維又はこれとアセ

テート繊維を合わせたも

のの重量が全重量の50％
を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 6 －－－その他のもの  ＫＧ  022 6 －－－その他のもの  ＫＧ 
   －テクスチャード加工糸      －テクスチャード加工糸   
5402.31   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの（構成する単糸が

50テックス以下のものに

限る。） 

  5402.31   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの（構成する単糸が

50テックス以下のものに限

る。） 

  

 010 4 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 4 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 2 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 2 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.32   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの（構成する単糸が

50テックスを超えるもの

に限る。） 

  5402.32   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの（構成する単糸が

50テックスを超えるものに

限る。） 

  

 010 3 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 3 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

     －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

  

 021 0 －－－－－構成する単糸が88
テックスを超えるも

の 

 ＫＧ  021 0 －－－－－構成する単糸が88テ
ックスを超えるもの 

 ＫＧ 

 022 1 －－－－－その他のもの  ＫＧ  022 1 －－－－－その他のもの  ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 029 1 －－－－その他のもの  ＫＧ  029 1 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.33   －－ポリエステルのもの   5402.33   －－ポリエステルのもの   

 010 2 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 2 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 0 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 0 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.34   －－ポリプロピレンのもの         

 100 0 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ       

   －－－その他のもの         
 910 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ       

 990 1 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5402.39   －－その他のもの   5402.39   －－その他のもの   

 010 3 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 3 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 0 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 0 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 1 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 1 －－－－その他のもの  ＫＧ 
   －その他の単糸（より数が1メー

トルにつき50以下のものに

限る。） 

     －その他の単糸（より数が1メー

トルにつき50以下のものに限

る。） 

  

5402.44   －－弾性を有するもの   5402.41   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの 

  
 100 4 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの   
 010 1 －－－絹の重量が全重量の10％

を超えるもの 

 ＫＧ 

 910 2 －－－－アラミド繊維のもの  ＫＧ    －－－その他のもの   
 021 5 －－－－アラミド繊維のもの  ＫＧ 
   －－－－その他のもの   

   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

  

 921 6 －－－－－ナイロンその他のポ

リアミドのもの 

 ＫＧ 

 922 0 －－－－－ポリエステルのもの  ＫＧ 

 022 6 －－－－－合成繊維又はこれと

アセテート繊維を合

わせたものの重量が

全重量の50％を超え

るもの 

 ＫＧ 
 

 929 0 －－－－－その他のもの  ＫＧ  029 6 －－－－－その他のもの  ＫＧ 
 990 5 －－－－その他のもの  ＫＧ 5402.42   －－ポリエステルのもの（部分

的に配向性を与えたものに

限る。） 

  
5402.45   －－その他のもの（ナイロンそ

の他のポリアミドのものに

限る。） 

  

 010 0 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

 100 3 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ 
   －－－その他のもの   

   －－－その他のもの   
 910 1 －－－－アラミド繊維のもの  ＫＧ 
   －－－－その他のもの   

 021 4 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 5 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.43   －－その他のポリエステルのも

の 

  

 991 5 －－－－－合成繊維又はこれと

アセテート繊維を合

わせたものの重量が

全重量の50％を超

えるもの 

 ＫＧ 

 010 6 －－－絹の重量が全重量の10％  ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 999 6 －－－－－その他のもの  ＫＧ    を超えるもの   

     －－－その他のもの   
  

5402.46  

 

－－その他のもの（ポリエステ

ルのもので、部分的に配向

性を与えたものに限る。）  

 

 100 2 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ 

 021 3 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの    022 4 －－－－その他のもの  ＫＧ 
 910 0 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ       

 990 3 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5402.47   －－その他のもの（ポリエステ

ルのものに限る。） 

        

 100 1 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ       

   －－－その他のもの         
 910 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ       

 990 2 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5402.48   －－その他のもの（ポリプロピ

レンのものに限る。） 

        

 100 0 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ       

   －－－その他のもの         
 910 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ       

 990 1 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5402.49   －－その他のもの   5402.49   －－その他のもの   

 010 0 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 0 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 4 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 4 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 5 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 5 －－－－その他のもの  ＫＧ 
   －その他の単糸（より数が１メ

ートルにつき50を超えるも

のに限る。） 

     －その他の単糸（より数が１メ

ートルにつき50を超えるもの

に限る。） 

  

5402.51   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの 

  5402.51   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの 

  

 010 5 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 5 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 2 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 2 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 3 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 3 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.52   －－ポリエステルのもの   5402.52   －－ポリエステルのもの   

 010 4 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 4 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

 021 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 2 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 2 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.59   －－その他のもの   5402.59   －－その他のもの   

 010 4 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 4 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 2 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 2 －－－－その他のもの  ＫＧ 
   －その他のマルチプルヤーン及

びケーブルヤーン 

     －その他のマルチプルヤーン及

びケーブルヤーン 

  

5402.61   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの 

  5402.61   －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの 

  

 010 2 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 2 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 0 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 0 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.62   －－ポリエステルのもの   5402.62   －－ポリエステルのもの   

 010 1 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 1 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 6 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 6 －－－－その他のもの  ＫＧ 
5402.69   －－その他のもの   5402.69   －－その他のもの   

 010 1 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 1 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
 021 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの 

 ＫＧ 

 022 6 －－－－その他のもの  ＫＧ  022 6 －－－－その他のもの  ＫＧ 

54.03  

 

再生繊維又は半合成繊維の長繊

維の糸（67デシテックス未満の

単繊維のものを含むものとし、

縫糸及び小売用にしたものを除

く。） 

  54.03  

 

再生繊維又は半合成繊維の長繊

維の糸（67デシテックス未満の

単繊維のものを含むものとし、

縫糸及び小売用にしたものを除

く。） 

  

5403.10   （省 略）   5403.10   （省 略）   
   （削 除）   5403.20   －テクスチャード加工糸   
       010 6 －－絹の重量が全重量の10％を

超えるもの 

 ＫＧ 

         －－その他のもの   
       021 3 －－－アセテート繊維又はこれ

と合成繊維を合わせたも

のの重量が全重量の50％

 ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

を超えるもの 
       022 4 －－－その他のもの  ＫＧ 
   －その他の単糸      －その他の単糸   
5403.31   －－ビスコースレーヨンのもの

（より数が１メートルにつ

き120以下のものに限る。） 

  5403.31   －－ビスコースレーヨンのもの

（より数が１メートルにつ

き120以下のものに限る。） 

  

 100 1 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 2 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの    020 5 －－－その他のもの  ＫＧ 
 910 6 －－－－アセテート繊維又はこ

れと合成繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

（テクスチャード加工

糸に限る。） 

 ＫＧ       

 990 2 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5403.32   －－ビスコースレーヨンのもの

（より数が１メートルにつ

き120を超えるものに限

る。） 

  5403.32   －－ビスコースレーヨンのもの

（より数が１メートルにつ

き120を超えるものに限

る。） 

  

 100 0 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 1 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの    020 4 －－－その他のもの  ＫＧ 
 910 5 －－－－アセテート繊維又はこ

れと合成繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

（テクスチャード加工

糸に限る。） 

 ＫＧ       

 990 1 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5403.33   （省 略）   5403.33   （省 略）   
5403.39   （省 略）   5403.39   （省 略）   

   －その他のマルチプルヤーン及

びケーブルヤーン 

     －その他のマルチプルヤーン及

びケーブルヤーン 

  

5403.41   －－ビスコースレーヨンのもの   5403.41   －－ビスコースレーヨンのもの   
 100 5 －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

 ＫＧ  010 6 －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

 ＫＧ 

   －－－その他のもの    020 2 －－－その他のもの  ＫＧ 
 910 3 －－－－アセテート繊維又はこ

れと合成繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

（テクスチャード加工

糸に限る。） 

 ＫＧ       

 990 6 －－－－その他のもの  ＫＧ       
5403.42   （省 略）   5403.42   （省 略）   
5403.49   （省 略）   5403.49   （省 略）   

54.04  

 

合成繊維の単繊維（67デシテッ

クス以上のもので、横断面の最

大寸法が１ミリメートル以下の

ものに限る。）及び合成繊維材

料のストリップその他これに類

する物品（例えば、人造ストロ

ー。見掛け幅が５ミリメートル

以下のものに限る。） 

  54.04  

 

合成繊維の単繊維（67デシテッ

クス以上のもので、横断面の最

大寸法が１ミリメートル以下の

ものに限る。）及び合成繊維材

料のストリップその他これに類

する物品（例えば、人造ストロ

ー。見掛け幅が５ミリメートル

以下のものに限る。） 

  

   －単繊維   5404.10   －単繊維   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

5404.11 000 3 －－弾性を有するもの  ＫＧ  010 0 －－ナイロンその他のポリアミ

ドのもの 

 ＫＧ 

5404.12 000 2 －－その他のもの（ポリプロピ

レンのものに限る。） 

 ＫＧ 
 090 3 －－その他のもの  ＫＧ 

5404.19   －－その他のもの         
 010 5 －－－ナイロンその他のポリア

ミドのもの 

 ＫＧ       

 090 1 －－－その他のもの  ＫＧ       
5404.90 000 1 －その他のもの  ＫＧ 5404.90 000 1 －その他のもの  ＫＧ 

54.06        
  

54.06  
 
人造繊維の長繊維の糸（小売用

にしたものに限るものとし、縫

糸を除く。） 

 
 

5406.00  

 

人造繊維の長繊維の糸（小売用

にしたものに限るものとし、縫

糸を除く。）  

 

5406.10   －合成繊維の長繊維の糸   
 100 5 －絹の重量が全重量の10％を

超えるもの 

 ＫＧ  010 3 －－絹の重量が全重量の10％を

超えるもの 

 ＫＧ 

   －その他のもの      －－その他のもの   
 910 3 －－合成繊維若しくはアセテー

ト繊維又はこれらの繊維を

合わせたものの重量が全重

量の50％を超えるもの 

 ＫＧ  021 0 －－－合成繊維又はこれとアセ

テート繊維を合わせたも

のの重量が全重量の50％
を超えるもの 

 ＫＧ 

 990 6 －－その他のもの  ＫＧ  022 1 －－－その他のもの  ＫＧ 
      5406.20   －再生繊維又は半合成繊維の長

繊維の糸 

  

       010 0 －－絹の重量が全重量の10％を

超えるもの 

 ＫＧ 

         －－その他のもの   
       021 4 －－－アセテート繊維又はこれ

と合成繊維を合わせたも

のの重量が全重量の50％
を超えるもの 

 ＫＧ 

       022 5 －－－その他のもの  ＫＧ 

55.01   合成繊維の長繊維のトウ   55.01   合成繊維の長繊維のトウ   
5501.10 

～

 
5501.30 

  （省 略）   
5501.10 

～

 
5501.30 

  （省 略）   

5501.40 000 4 －ポリプロピレンのもの  ＫＧ    （新 規）   
   （省 略）      （省 略）   

55.03   合成繊維の短繊維（カード、コ

ームその他の紡績準備の処理を

したものを除く。） 

  55.03   合成繊維の短繊維（カード、コ

ームその他の紡績準備の処理を

したものを除く。） 

  

   －ナイロンその他のポリアミド

のもの 

  5503.10   －ナイロンその他のポリアミド

のもの 

  

5503.11 000 1 －－アラミドのもの  ＫＧ  010 5 －－アラミドのもの  ＫＧ 
5503.19 000 0 －－その他のもの  ＫＧ  090 1 －－その他のもの  ＫＧ 
5503.20 

～

 
5503.90 

  （省 略）   
5503.20 

～

 
5503.90 

  （省 略）   

55.13   合成繊維の短繊維の織物（合成

繊維の短繊維の重量が全重量の

85％未満のもののうち、混用繊

維の全部又は大部分が綿のもの

で、重量が１平方メートルにつ

き170グラム以下のものに限

る。） 

  55.13   合成繊維の短繊維の織物（合成

繊維の短繊維の重量が全重量の

85％未満のもののうち、混用繊

維の全部又は大部分が綿のもの

で、重量が１平方メートルにつ

き170グラム以下のものに限

る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5513.22   －－ポリエステルの短繊維のも   

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

の（３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを含

む。）のものに限る。） 
         －－－絹の重量が全重量の10％

を超えるもの 

  

       011 2 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 3 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 4 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5513.32   －－ポリエステルの短繊維のも

の（３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを含

む。）のものに限る。） 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 1 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （削 除）   5513.33   －－ポリエステルの短繊維のそ

の他の織物 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 6 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 0 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
5513.39   －－その他の織物   5513.39   －－その他の織物   

   －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

     －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

 011 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの 

ＳＭ ＫＧ  011 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 019 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ  019 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

   091 2 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

ＳＭ ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの（特定合成繊

維又はこれとアセテー

ト繊維を合わせたもの

の重量が全重量の

50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のものを除く。） 

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの（特定合成繊維

又はこれとアセテート

繊維を合わせたものの

重量が全重量の50％を

超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方が

これらの繊維のものを

除く。） 
 021 2 －－－－－ポリエステルの短繊

維のもの 
ＳＭ ＫＧ  099 3 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 

 029 3 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
 099 3 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5513.42   －－ポリエステルの短繊維のも

の（３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを含

む。）のものに限る。） 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 3 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 5 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （削 除）   5513.43   －－ポリエステルの短繊維のそ

の他の織物 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 2 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 3 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 4 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
5513.49   －－その他の織物   5513.49   －－その他の織物   

   －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

     －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

 011 3 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの 

ＳＭ ＫＧ  011 3 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 019 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ  019 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

   091 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

ＳＭ ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの（特定合成繊

維又はこれとアセテー

ト繊維を合わせたもの

の重量が全重量の

50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のものを除く。） 

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの（特定合成繊維

又はこれとアセテート

繊維を合わせたものの

重量が全重量の50％を

超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方が

これらの繊維のものを

除く。） 
 021 6 －－－－－ポリエステルの短繊

維のもの 
ＳＭ ＫＧ  099 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 

 029 0 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
 099 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       

55.14  

 

合成繊維の短繊維の織物（合成

繊維の短繊維の重量が全重量の

85％未満のもののうち、混用繊

維の全部又は大部分が綿のもの

で、重量が１平方メートルにつ

き170グラムを超えるものに限

る。） 

  55.14  

 

合成繊維の短繊維の織物（合成

繊維の短繊維の重量が全重量の

85％未満のもののうち、混用繊

維の全部又は大部分が綿のもの

で、重量が１平方メートルにつ

き170グラムを超えるものに限

る。） 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5514.13   －－ポリエステルの短繊維のそ

の他の織物 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 2 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 3 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 4 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
5514.19   －－その他の織物   5514.19   －－その他の織物   

   －－－絹の重量が全重量の

10％を超えるもの 

     －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの 

   011 3 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 111 5 －－－－－ポリエステルの短繊

維のもの 
ＳＭ ＫＧ       

 119 6 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －－－－その他のもの    019 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
 191 1 －－－－－ポリエステルの短繊

維のもの 
ＳＭ ＫＧ       

 199 2 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －－－その他のもの      －－－その他のもの   
   －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

   091 6 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

ＳＭ ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの（特定合成繊

維又はこれとアセテー

ト繊維を合わせたもの

の重量が全重量の

50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のものを除く。） 

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの（特定合成繊維

又はこれとアセテート

繊維を合わせたものの

重量が全重量の50％を

超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方が

これらの繊維のものを

除く。） 
 911 0 －－－－－ポリエステルの短繊

維のもの 
ＳＭ ＫＧ       

 919 1 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －－－－その他のもの    099 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
 991 3 －－－－－ポリエステルの短繊

維のもの 
ＳＭ ＫＧ       

 999 4 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ       
   －浸染したもの      －浸染したもの   
5514.21 

～

 
5514.29 

  （省 略）   
5514.21 

～

 
5514.29 

  （省 略）   

5514.30   －異なる色の糸から成るもの      －異なる色の糸から成るもの   
   －－絹の重量が全重量の10％

を超えるもの 

  5514.31   －－ポリエステルの短繊維のも

の（平織りのものに限る。） 

  

0 
 

   －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

   110 

 

－－－合成繊維又はこれとアセ

テート繊維を合わせたも

のの重量が全重量の

50％を超えるもの及び

経緯糸のうちいずれか一

方がこれらの繊維のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 190 3 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －－その他のもの   

 011 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 910 2 －－－ポリエステルの短繊維の

もの 
ＳＭ ＫＧ  019 6 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 

   －－－その他のもの    090 0 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
6 5514.32   －－ポリエステルの短繊維のも

の（３枚綾
あや

織り又は４枚綾
あや

織り（破れ斜文織りを含

む。）のものに限る。） 

  

    －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

 991 

 

－－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの

及び経緯糸のうちいず

れか一方がこれらの繊

維のもの（特定合成繊

維又はこれとアセテー

ト繊維を合わせたもの

の重量が全重量の

50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のものを除く。） 

ＳＭ ＫＧ 

 011 4 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

 999 0 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ  019 5 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 6 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
      5514.33   －－ポリエステルの短繊維のそ

の他の織物 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 3 －－－－合成繊維又はこれとア ＳＭ ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 
       019 4 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
       090 5 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
      5514.39   －－その他の織物   
         －－－絹の重量が全重量の10％

を超えるもの 

  

       011 4 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 5 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 

         －－－その他のもの   
       091 0 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの（特定合成繊維

又はこれとアセテート

繊維を合わせたものの

重量が全重量の50％を

超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方が

これらの繊維のものを

除く。） 

ＳＭ ＫＧ 

       099 1 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   －なせんしたもの      －なせんしたもの   
5514.41 

～

 
5514.49 

  （省 略）   
5514.41 

～

 
5514.49 

  （省 略）   

55.15  

 

合成繊維の短繊維のその他の織

物 

  55.15  

 

合成繊維の短繊維のその他の織

物 

  

   （省 略）      （省 略）   
   （削 除）   5515.92   －－混用繊維の全部又は大部分

が羊毛又は繊獣毛のもの 

  

         －－－絹の重量が全重量の10％
を超えるもの 

  

       011 5 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの 

ＳＭ ＫＧ 

       019 6 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
         －－－その他のもの   
       091 1 －－－－合成繊維又はこれとア

セテート繊維を合わせ

たものの重量が全重量

ＳＭ ＫＧ 

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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新（2007年） 旧（2006年） 

単 位 単 位 統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

統計品目 
番  号 

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

 

品   名 
Ⅰ Ⅱ 

の50％を超えるもの及

び経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維

のもの（特定合成繊維

又はこれとアセテート

繊維を合わせたものの

重量が全重量の50％を

超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方が

これらの繊維のものを

除く。） 
       099 2 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 
   （省 略）      （省 略）   

第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並び

にひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 

第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並び

にひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 

注 注 
１ この類には、次の物品を含まない。 １ この類には、次の物品を含まない。 

(a)～(d) （省 略） 
(e) 金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りした

もの（主として第14部又は第15部に属する。） 

(a)～(d) （省 略） 
(e) 金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたも

の（第15部参照） 
２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

56.04   ゴム糸及びゴムひも（紡織用繊

維で被覆したものに限る。）並

びに紡織用繊維の糸及び第

54.04項又は第54.05項のストリ

ップその他これに類する物品

（ゴム又はプラスチックを染み

込ませ、塗布し又は被覆したも

のに限る。） 

  56.04   ゴム糸及びゴムひも（紡織用繊

維で被覆したものに限る。）並

びに紡織用繊維の糸及び第

54.04項又は第54.05項のストリ

ップその他これに類する物品

（ゴム又はプラスチックを染み

込ませ、塗布し又は被覆したも

のに限る。） 

  

5604.10   （省 略）   5604.10   （省 略）   
   （削 除）   5604.20   －強力糸（ナイロンその他のポ

リアミド、ポリエステル又は

ビスコースレーヨンのもの

で、染み込ませ又は塗布した

ものに限る。） 

  

       010 3 －－アラミド繊維のもの  ＫＧ 
         －－その他のもの   
       091 0 －－－ゴムを染み込ませ又は塗

布したもの 

 ＫＧ 

       099 1 －－－その他のもの  ＫＧ 
5604.90   －その他のもの  ＫＧ 5604.90   －その他のもの   

 010 3 －－ゴムを染み込ませ、塗布し

又は被覆したもの 

 ＫＧ 

   －－その他のもの   
 021 0 －－－綿製のもの  ＫＧ 

   －－強力糸（ナイロンその他の

ポリアミド、ポリエステル

又はビスコースレーヨンの

もので、染み込ませ又は塗

布したものに限る。） 

  

 029 1 －－－その他のもの  ＫＧ 

 110 5 －－－アラミド繊維のもの  ＫＧ       

   －－－その他のもの         
 191 2 －－－－ゴムを染み込ませ又は

塗布したもの 

 ＫＧ       

 199 3 －－－－その他のもの  ＫＧ       
 200 4 －－ゴムを染み込ませ、塗布し

又は被覆したもの 

 ＫＧ       

（財）日本関税協会 輸入統計品目表新旧対照表
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